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神
宮
教
の
教
説
に
関
す
る
一
考
察

―
藤
井
稜
威
の
著
作
を
中
心
に
―

武

田

幸

也

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ

り
、
神
宮
司
庁
と
分
離
し
た
神
宮
教
院
（
（
（

を
母
体
と
し
て
成
立
し
た
神

宮
教
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
教
説
が
展
開
さ
れ
た
の
か
を
考
察
す

る
こ
と
に
あ
る
。
神
宮
教
に
関
す
る
研
究
は
、
岡
田
米
夫
編
『
東
京

大
神
宮
沿
革
史
（
（
（

』
や
、
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
（
（
（

」
が

基
本
的
な
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
神
宮
教
の
歴
史
的
展
開
や
、

活
動
面
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
神
宮
教
時
代
の
研

究
は
、
さ
ほ
ど
進
展
し
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状

況
は
、
主
と
し
て
神
宮
教
に
関
す
る
史
料
の
不
足
が
理
由
に
あ
る
（
（
（

。

ま
た
、
神
宮
教
が
、
近
代
の
神
社
神
道
に
属
す
る
わ
け
で
も
な
く
、

教
派
神
道
に
属
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
、
そ
の
特
異
な
性
格
も

研
究
ノ
ー
ト

理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対
し
、
近
年
で
は
、
菅
浩
二
「
日
清
戦

争
期
の
神
宮
教
と
海
外
神
社
―
台
湾
神
社
初
代
宮
司
・
山
口
透
の
生

涯
（
前
）
―
」
や
、
齊
藤
智
朗
「
帝
国
憲
法
成
立
期
に
お
け
る
祭
教

分
離
論
」、
黒
田
宗
篤
『
宮
地
巌
夫
研
究
一
―
そ
の
半
生
に
つ
い
て

―
』、
拙
稿
「
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
等

の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
（
（
（

。
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
若
干
述
べ
る

と
、
菅
の
研
究
は
、
神
宮
教
の
従
軍
布
教
と
、
そ
れ
に
従
事
し
た
神

宮
教
布
教
師
山
口
透
の
活
動
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
菅
の
関
心
は
、
台
湾
神
社
の
歴
史
と
、
そ
の
初
代
宮
司
山
口

透
の
動
向
に
あ
る
た
め
、
神
宮
教
の
組
織
や
活
動
を
包
括
的
に
論
じ

た
も
の
で
は
な
い
。
齊
藤
は
、
明
治
二
十
年
代
に
進
行
し
た
第
三
次

「
祭
教
分
離
」
政
策
が
貫
徹
し
え
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
神
宮
の
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宗
教
性
や
、
神
宮
教
の
宗
教
活
動
が
背
景
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
黒
田
の
研
究
は
、
宮
地
巌
夫
の
伝
記
的
研
究
で
あ
り
、

宮
地
の
立
場
か
ら
成
立
当
初
の
神
宮
教
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
宮
地
が
神
宮
教
を
離
れ
た
明
治
二
十
一
年
以
降
に
つ
い
て
は
、

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
拙
稿
は
、
黒
田
の
研
究
と
比
較
す
れ
ば
、
宮

地
以
後
の
神
宮
教
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
神
宮
教
の
人

物
や
、
そ
の
教
説
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
神
宮
教
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
組
織
面
の
研
究
や
、

そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
徐
々
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、

神
宮
教
の
教
説
面
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
、
神
宮
教
に
関
わ
っ
た
人
物
に
つ
い
て
の
研
究
も
、

菅
浩
二
が
神
宮
教
布
教
師
山
口
透
の
生
涯
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
、

黒
田
宗
篤
が
宮
地
巌
夫
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
神
宮

教
に
関
わ
っ
た
主
要
な
人
物
の
研
究
も
現
在
、
低
調
な
状
況
に
あ
る
（
（
（

。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
神
宮
教
の
教
説
を
考
察

す
る
た
め
に
、
藤
井
稜
威
と
い
う
人
物
（
（
（

を
取
り
上
げ
る
。
藤
井
は
、

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
周
防
の
白
井
田
八
幡
宮
神
職
の
子
と
し
て

生
ま
れ
、
明
治
八
年
に
権
訓
導
に
補
せ
ら
れ
、
三
月
に
は
神
宮
教
院

本
教
館
に
入
学
。
九
年
六
月
に
は
七
等
補
教
本
教
館
寮
長
兼
助
教
と

な
り
、
十
年
二
月
、
神
宮
教
院
講
究
課
中
講
説
係
兼
勤
、
四
月
に
六

等
補
教
、
六
月
に
は
少
講
義
、
九
月
に
五
等
補
教
並
び
に
神
宮
教
院

育
材
課
三
等
教
授
と
累
進
す
る
。
十
一
年
二
月
に
は
神
宮
宮
掌
に
任

ぜ
ら
れ
た
が
、
九
月
に
宮
掌
を
辞
任
し
、
十
月
権
中
講
義
に
補
さ
れ
、

十
一
月
に
は
神
宮
教
会
第
十
五
教
区
本
部
在
勤
を
命
ぜ
ら
れ
広
島
に

赴
い
た
。
十
三
年
二
月
に
は
広
島
か
ら
神
宮
教
院
へ
と
戻
り
、
育
材

課
出
兼
寮
監
、
六
月
に
は
副
教
授
と
な
る
が
、
九
月
に
再
び
第
十
五

教
区
在
勤
と
な
り
広
島
に
戻
る
。
ま
た
、
こ
の
期
間
に
は
、
田
中
頼

庸
の
下
で
『
日
本
書
紀
』
の
校
訂
に
従
事
し
て
い
る
。
同
年
、
神
宮

教
院
三
等
補
教
と
な
り
、
山
口
県
下
布
教
及
山
口
教
会
事
務
担
当
を

委
任
さ
れ
る
。
十
五
年
二
月
に
は
、
神
宮
第
十
五
教
区
本
部
副
長
と

な
り
、
神
道
神
宮
派
が
成
立
す
る
と
神
宮
教
第
十
五
教
区
広
島
本
部

長
、
十
月
に
は
中
講
義
に
補
さ
れ
た
。
十
六
年
七
月
に
は
、『
神
宮

教
会
要
旨
』
と
『
神
宮
教
会
葬
祭
式
』
を
出
版
し
、
十
七
年
二
月
に

は
権
大
講
義
に
補
さ
れ
、
三
月
本
院
会
議
係
並
び
に
教
規
起
草
委
員

を
務
め
、
九
月
に
は
権
少
教
正
と
な
る
（
（
（

。
十
八
年
四
月
に
は
神
宮
教

本
院
四
等
出
仕
兼
勤
と
な
る
が
、
十
一
月
に
一
旦
辞
職
。
十
九
年
二

月
に
は
少
教
正
と
な
り
、
三
月
に
神
宮
教
本
院
出
仕
兼
神
宮
教
第
十

五
教
区
広
島
本
部
長
へ
復
帰
し
た
。
二
十
一
年
五
月
に
は
権
中
教
正

と
な
り
、
二
十
三
年
に
広
島
國
學
院
開
設
の
た
め
、
畿
内
山
陰
地
方

を
巡
遊
。
二
十
六
年
に
は
広
島
國
學
院
を
開
校
し
て
、
神
宮
教
弁
理

と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
年
に
は
、
神
宮
教
本
院
に
神
宮
教
々
校
を
設

置
し
初
代
校
長
と
な
っ
た
。
二
十
七
年
に
は
、
日
清
戦
争
に
際
し
、

出
征
軍
隊
慰
問
正
使
と
し
て
渡
韓
し
、
二
十
八
年
四
月
広
島
國
學
院

に
付
属
小
学
校
を
置
き
、
九
月
予
科
を
設
け
た
。
さ
ら
に
、
二
十
九
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年
四
月
、
広
島
國
學
院
に
神
職
養
成
部
を
附
設
。
明
治
三
十
一
年
神

宮
教
第
十
五
教
区
広
島
本
部
長
在
任
中
に
死
去
し
た
。
享
年
は
四
十

六
歳
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
履
歴
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
藤
井
稜
威
は
、
明
治
八
年
の

神
宮
教
院
本
教
館
へ
の
入
学
を
契
機
と
し
て
、
神
宮
教
院
を
中
心
と

す
る
教
育
・
教
化
活
動
に
関
係
す
る
と
と
も
に
、
神
宮
教
時
代
に
は
、

第
十
五
教
区
広
島
本
部
長
等
を
歴
任
し
、
神
宮
教
の
大
教
正
と
な
っ

た
人
物
で
あ
り
、
巡
回
説
教
や
広
島
國
學
院
の
開
校
、
神
宮
教
々
校

の
設
立
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
宮
教
の
教
説
や

活
動
を
考
え
る
上
で
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。

一
、
神
宮
教
の
成
立
と
藤
井
稜
威
の
位
置

　

本
節
で
は
、
神
宮
教
の
成
立
と
展
開
を
概
観
し
、
藤
井
稜
威
が
神

宮
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
い
た
か
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、

明
治
十
四
年
二
月
、
祭
神
論
争
（
（（
（

が
勅
裁
に
よ
っ
て
決
着
を
み
る
。
こ

れ
に
よ
り
神
道
事
務
局
は
、
宮
中
三
殿
を
遙
拝
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
神
宮
教
院
・
神
宮
教
会
で
は
、
明

治
十
四
年
九
月
、
神
宮
教
会
の
祭
神
と
し
て
天
照
大
神
の
み
を
表
題

と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
祝
詞
に
も
、「
大
御
神
一
柱
ノ
ミ
表
名
（
（（
（

」

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

次
い
で
明
治
十
五
年
一
月
、
神
官
教
導
職
が
分
離
さ
れ
た
。
こ
れ

に
伴
い
、
神
宮
教
院
で
は
、
神
宮
司
庁
と
の
分
離
が
決
定
さ
れ
た
。

二
月
七
日
に
は
、
神
宮
宮
司
田
中
頼
庸
（
（（
（

が
分
離
の
条
件
を
内
務
卿
山

田
顕
義
に
願
い
出
、
二
月
十
日
聞
き
届
け
ら
れ
た
（
（（
（

。
次
い
で
、
六
月

一
日
に
は
、「
神
宮
司
庁
教
院
区
分
処
分
条
約
」
が
二
十
三
条
に
わ

た
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
条
約
に
よ
り
、「（
１
）
宇
治
の
神
宮
教

院
、
東
京
日
比
谷
の
神
宮
司
庁
出
張
所
の
地
所
・
建
物
・
品
物
等
は

全
部
教
院
の
所
有
に
、
各
本
部
の
地
所
・
建
物
・
品
物
は
其
本
部
教

会
所
の
所
有
に
帰
し
た
。（
２
）
各
本
部
へ
渡
置
か
れ
た
御
神
宝
類
は
、

神
宮
司
庁
へ
返
納
す
る
こ
と
と
な
り
、（
３
）
大
麻
暦
の
製
造
頒
布

の
こ
と
は
神
宮
教
院
へ
委
托
さ
れ
る
（
（（
（

。」
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
神
道

神
宮
派
が
成
立
し
た
（
（（
（

。
さ
ら
に
、
十
七
年
に
は
教
導
職
制
度
自
体
が

廃
止
さ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
十
九
年
五
月
に
は
、
神
宮
教
独
自
の

規
約
で
あ
る
「
神
宮
教
教
規
」
が
制
定
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
教
導
職
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
明
治
十
七
年
に
は
、
神
宮
教

管
長
で
あ
る
田
中
頼
庸
が
「
惟
神
旨
三
章
」
を
示
し
、
活
動
の
指
針

を
示
し
た
。「
惟
神
旨
三
章
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

惟　
　

神　
　

旨

一�

、
天
祖
天
之
御
中
主
神
、
大
元
の
初
に
天
地
日
月
を
鎔
造
し
、

神
人
万
物
を
化
育
し
給
ひ
し
其
産
霊
の
神
徳
を
講
明
す
、

一�
、
皇
祖
高
皇
産
霊
神
、
天
照
大
御
神
の
皇
孫
に
神
器
を
授
け

て
、
天
宗
一
系
の
基
を
開
き
給
ひ
、
斯
民
を
治
め
給
ひ
し
本

教
の
原
由
を
詳
悉
す
、

一�

、
人
を
し
て
大
倫
を
修
め
し
む
る
に
惟
神
の
大
道
を
以
て
し
、
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幽
顕
の
神
理
を
究
窮
し
て
、
其
安
神
を
遂
け
し
む

　

是
そ
の
大
旨
な
り（（（
（

　

こ
の
「
惟
神
旨
三
章
」
で
は
、「
天
祖
天
之
御
中
主
神
」
に
よ
っ

て
、
天
地
日
月
が
「
鎔
造
」
さ
れ
、「
神
人
万
物
を
化
育
」
し
た
産

霊
の
神
徳
を
講
明
し
て
、「
皇
祖
高
皇
産
霊
神
」
が
、
皇
孫
命
に
神

器
を
授
け
、「
天
宗
一
系
の
基
開
」
き
、「
斯
民
を
治
め
」
る
こ
と
と

な
っ
た
「
本
教
の
原
由
」
を
理
解
し
、
人
に
「
大
倫
」
と
し
て
の

「
惟
神
の
大
道
」
を
修
め
さ
せ
、「
幽
顕
の
神
理
」
を
明
ら
か
に
し
て

「
其
安
神
」
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
表
明

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
田
中
頼
庸
が
造
化
三
神
の
役
割
を

重
視
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
窺
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
実
態
に
つ
い

て
は
、『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
に
、「
そ
の
趣
旨
と
す
る
所
は
ま
こ

と
に
立
派
で
あ
つ
た
が
、
実
際
の
活
動
は
主
と
し
て
神
宮
か
ら
委
托

さ
れ
た
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒
布
機
関
と
し
て
の
機
能
を
主
と
し
、
宗

教
教
化
活
動
と
し
て
は
、
祖
霊
祭
・
神
葬
祭
等
を
通
じ
て
、
教
旨
の

宣
布
に
当
つ
た
（
（（
（

。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
教
派
神
道
と
し
て
の
形
を
な
し
た
神
宮
教
は
、
明
治
二

十
六
年
、
神
宮
教
の
教
師
養
成
機
関
と
し
て
神
宮
教
々
校
の
開
校
、

機
関
誌
『
教
林
』
の
発
行
、「
教
規
」
の
修
正
等
を
決
議
す
る
（
（（
（

。
こ

れ
を
受
け
、
神
宮
教
で
は
、「
教
規
」
修
正
の
た
め
、
六
月
二
十
六

日
に
各
本
部
長
の
会
議
が
行
わ
れ
、
議
決
さ
れ
た
結
果
を
内
務
省
に

申
請
し
た
。
こ
れ
が
七
月
十
三
日
に
認
可
さ
れ
（
（（
（

「
教
規
」
が
改
正
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
七
月
二
十
日
に
は
機
関
誌
『
教
林
』
第
一
号
が
発

行
さ
れ
、
十
月
一
日
に
は
、
神
宮
教
々
校
が
開
校
さ
れ
た
。
二
十
九

年
に
は
、
神
宮
教
と
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
と
の
間
に
校
地
校
舎
の

買
収
並
び
に
神
宮
教
々
校
と
國
學
院
と
の
併
置
に
つ
い
て
の
契
約
が

取
り
交
わ
さ
れ
た
（
（（
（

。
こ
の
契
約
は
、
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
が
校
地

校
舎
を
抵
当
と
し
た
負
債
を
整
理
す
る
た
め
、
神
宮
教
に
校
地
校
舎

を
条
件
付
で
売
渡
し
、
神
宮
教
々
校
を
國
學
院
に
併
置
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
明
治
二
十
九
年
神
宮
教
々
校
は
、
國
學

院
と
併
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
國
學
院
と
の
関
係
か
ら
、
神
宮
教
の

教
師
養
成
に
お
い
て
国
学
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
（（
（

。
ま

た
、
二
十
七
年
八
月
一
日
に
は
、
日
清
戦
争
が
勃
発
し
、
藤
井
稜
威

や
権
大
教
正
甲
斐
一
彦
等
を
初
め
、
数
名
が
派
遣
さ
れ
軍
隊
慰
問
活

動
を
行
っ
て
い
る
（
（（
（

。
そ
し
て
、
三
十
一
年
四
月
十
九
日
に
は
、
神
宮

教
の
主
斎
神
と
し
て
豊
受
大
神
が
加
え
ら
れ
た
（
（（
（

。
こ
う
し
た
展
開
を

経
て
神
宮
教
は
、
明
治
三
十
年
神
宮
教
の
改
組
と
神
宮
奉
斎
会
設
立

の
こ
と
が
教
信
徒
の
総
会
に
は
か
ら
れ
、
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
、

三
十
二
年
九
月
四
日
に
は
、
財
団
法
人
神
宮
奉
斎
会
と
し
て
認
可
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
神
宮
教
の
歴
史
の
中
で
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
藤

井
は
、
神
宮
教
の
広
島
本
部
長
や
大
教
正
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

以
外
に
、
神
宮
教
の
教
師
養
成
機
関
で
あ
る
神
宮
教
々
校
に
お
い
て

校
長
を
務
め
、
本
科
の
「
教
典
学
（
（（
（

」
教
授
を
兼
ね
て
い
た
。
神
宮
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教
々
校
の
教
科
書
に
は
、「
三
条
教
則
」、「
五
条
の
神
誡
」、「
神
宮

教
立
教
大
意
」、「
神
宮
教
祭
神
大
意
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
（
（（
（

、
こ

れ
に
関
わ
る
文
献
と
し
て
、
藤
井
の
著
書
『
神
宮
教
立
教
大
意
述

義
』
や
『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
』
が
、
神
宮
教
々
校
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
藤
井
の
教
説
は
、
明
治
二
十
年
代
の

神
宮
教
の
中
心
的
な
教
説
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の

よ
う
に
藤
井
を
位
置
づ
け
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
著
作
『
神
宮

教
会
要
旨
（
（（
（

』
を
取
り
上
げ
る
。『
神
宮
教
会
要
旨
』
は
、
明
治
十
七

年
に
神
宮
教
広
島
本
部
長
と
し
て
藤
井
が
刊
行
し
た
文
献
で
、
首
巻

を
含
め
、
全
六
巻
あ
る
。『
神
宮
教
会
要
旨
』
首
巻
に
は
、

こ
の
首
巻
は
要
旨
に
か
ゝ
れ
る
正
文
を
掲
げ
つ
る
も
の
に
て
ま

づ
初
に
我
神
宮
教
の
趣
旨
に
通
ぜ
し
め
ん
と
て
か
く
は
書
き
つ

け
つ
る
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
首
巻
一
頁
。）

と
あ
っ
て
、
神
宮
教
の
趣
旨
を
説
明
す
る
た
め
、「
要
旨
に
か
ゝ
れ

る
正
文
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
要
旨
の
正
文
と
は
、

「
三
条
教
則
」「
五
条
の
神
誡
」「
惟
神
旨
三
章
」「
神
宮
教
祭
神
大

意
」「
宮
中
神
殿
図
説
」「
天
神
造
化
の
説
」「
幽
顕
分
界
の
説
」「
修

理
固
成
の
説
」「
皇
国
国
体
の
説
」「
修
祓
の
神
理
」「
鎮
魂
の
神
理
」

「
主
宰
分
掌
の
神
理
」「
神
魂
帰
天
の
神
理
」「
教
会
大
意
」「
神
風
講

社
社
則
」「
復
祭
の
心
得
」「
禊
詞
神
拝
詞
」「
祭
式
諸
祝
詞
」
で
あ

る
。
こ
の
内
、「
天
神
造
化
の
説
」「
幽
顕
分
界
の
説
」「
修
理
固
成

の
説
」「
皇
国
国
体
の
説
」「
修
祓
の
神
理
」「
鎮
魂
の
神
理
」「
主
宰

分
掌
の
神
理
」「
神
魂
帰
天
の
神
理
」
に
つ
い
て
は
、「
惟
神
旨
三

章
」
を
解
釈
す
る
上
で
の
重
要
な
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
巻
に
は
「
三
条
教
則
」
と
「
五
条
の
神
誡
」
の
註
釈
、
二
巻
に
は

「
惟
神
旨
三
章
」
の
一
章
と
二
章
の
註
釈
、
三
巻
に
は
「
惟
神
旨
三

章
」
の
三
章
の
註
釈
と
「
神
宮
教
祭
神
の
説
」、
四
巻
に
は
「
神
風

講
社
社
則
」、
五
巻
に
は
祭
典
式
祝
詞
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、『
神
宮
教
会
要
旨
』
に
収
録
さ
れ
た
「
惟
神
旨
三
章
」
の
註
釈

「
惟
神
旨
略
解
」
は
、
後
の
明
治
二
十
六
年
『
神
宮
教
立
教
大
意
述

義
』
と
改
題
の
上
、
神
宮
教
々
校
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
（
（（
（

、
註
釈
と

し
て
『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
（
（（
（

』
も
出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
、

『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
』
は
、
多
少
字
句
の
修
正
等
は
行
わ
れ
て

い
る
も
の
の
、
教
説
内
容
に
つ
い
て
大
き
な
変
更
は
な
く
、
こ
れ
は

『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
』
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
藤
井
の
教
説
は
、
明
治
十
七
年
以
降
大
き
な
変
化
は
な
く
、
神
宮

教
広
島
本
部
と
い
う
限
定
的
な
教
説
か
ら
、
神
宮
教
の
中
心
的
な
教

説
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏

ま
え
、
本
稿
で
は
、『
神
宮
教
会
要
旨
』
の
内
、
教
説
に
関
わ
る
一

巻
、
二
巻
、
三
巻
を
中
心
に
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
神

宮
教
院
時
代
の
教
説
に
つ
い
て
次
節
に
お
い
て
多
少
述
べ
て
お
き
た

い
。
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二
、
神
宮
教
院
時
代
の
教
説

　

神
宮
教
院
と
は
、
明
治
五
年
に
神
宮
独
自
の
教
導
職
養
成
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
機
関
で
、
九
年
に
は
神
宮
の
教
導
体
制
の
再
編

に
よ
り
、
各
地
の
神
宮
教
会
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
神

宮
教
院
は
、
教
育
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
多
く
の
教
説
書
も
出
版

し
て
い
る
（
（（
（

。
そ
う
し
た
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
神
教
綱
領
』
と

『
神
教
綱
領
演
義
』
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
の
両
書
は
、
明
治
初
年
の
神
宮
教

院
の
教
説
書
に
お
い
て
、
独
自
の
教
説
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

ま
た
、
明
治
二
十
七
年
の
段
階
で
も
、
神
宮
教
か
ら
出
版
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
（（
（

。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
神
宮
独
自
の
教
説
と

は
、
人
が
善
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
前
に
幸
福
を
得
、
死
後
に
人

の
魂
が
「
天
神
（
（（
（

」
の
左
右
へ
と
赴
き
、
生
前
に
悪
を
行
っ
た
者
も
、

「
悔
悟
」
す
れ
ば
「
天
神
」
に
よ
っ
て
許
さ
れ
、
死
後
も
子
孫
の
善

行
に
よ
っ
て
「
天
神
」
の
許
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
神
教
綱
領
』
に
は
、
左
の
よ
う
に

あ
り
、天

神
照
鑑
、
無
レ
所
レ
不
レ
在
、
無
レ
所
レ
不
レ
至
、
人
能
慎
レ
独
戒
二

不
善
一、
以
保
二
其
良
心
一、
則　

天
神
賚
レ
之
以
二
慶
福
一、
生
則
其

身
康
寧
、
死
則
陟
在
二　

天
神
左
右
一、
若
逞
二
情
欲
一
遂
二
不
善
一、

則　

天
神
遐
二
棄
之
一、
生
則
罹
二
罪
禍
一、
死
則
為
二
倀
鬼
一、
出
二

干
爾
一
者
反
二
乎
爾
一、
其
理
豈
有
レ
可
レ
疑
哉
、
然　

天
神
之
心
、

固
至
公
無
レ
私
、
故
有
二
過
失
一
之
人
、
能
懲
レ
悪
遷
レ
善
、
或
雖
二

殛
死
一、
若
子
若
孫
、
代
竭
レ
誠
謝
レ
罪
則　

天
神
宥
二
恕
之
一、
不
三

復
思
二
其
旧
悪
一
也
、（
七
丁
ウ
ー
八
丁
オ
）

『
神
教
綱
領
演
義
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

天
神
の
善
を
好
み
し
、
不
善
を
悪
み
給
ふ
は
、
上
に
あ
ぐ
る
の

如
し
、
故
に
過
悪
あ
る
人
の
心
を
以
て
、
天
神
の
心
を
仰
ぐ
と

き
は
、
則
ち
吾
を
悪
み
給
ふ
こ
と
甚
し
き
が
如
く
に
し
て
、
実

は
天
心
至
公
に
出
る
故
に
、
其
人
も
一
端
悔
悟
自
新
の
心
を
振

起
す
る
と
き
は
、
則
ち
其
旧
時
の
悪
を
舎
て
給
ひ
、
仮
令
其
人

已
に
死
し
た
り
と
も
、
其
子
孫
な
る
者
之
に
代
て
、
天
神
に
謝

し
奉
り
、
善
行
を
積
て
其
罪
過
を
贖
ふ
時
は
、
天
神
必
す
其
至

誠
の
篤
を
好
し
、
更
に
愛
顧
を
垂
れ
て
苦
患
を
脱
せ
し
め
給
ふ
、

此
則
ち
天
神
の
神
慮
な
り
、
此
に
因
て
之
を
視
れ
は
、
神
道
は

生
前
死
後
離
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
の
理
な
る
こ
と
を
知
り
、
日

用
の
行
事
を
神
教
に
則
り
、
永
遠
天
神
の
保
愛
を
蒙
り
、
闔
族

天
上
に
帰
着
し
て
無
量
の
快
楽
を
極
む
へ
し
、（
二
七
丁
ウ
ー
二

九
丁
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
、
両
書
に
示
さ
れ
た
教
説
は
、
中
心
に
「
天
神
」
を

想
定
し
て
お
り
、
死
後
の
安
心
と
「
天
神
」
へ
の
信
仰
が
結
び
つ
き

善
行
を
勧
め
る
教
説
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
教
説
は
、
神

宮
教
院
を
中
心
と
す
る
教
化
活
動
の
展
開
の
中
で
、「
天
神
」
の
中

か
ら
天
照
大
神
の
存
在
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
き
、
生
前
の
幸
福
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と
死
後
の
安
心
が
天
照
大
神
へ
の
信
仰
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
。

こ
う
し
た
論
を
如
実
に
示
す
も
の
と
し
て
、
明
治
十
年
九
月
に
出
版

さ
れ
た
『
神
道
摘
要
（
（（
（

』
を
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
た
い
。『
神
道
摘
要
』

は
、「
明
治
十
年
時
の
神
宮
教
院
に
お
け
る
庶
民
教
化
の
実
際
を
示

す
史
料
（
（（
（

」
と
評
価
さ
れ
る
文
献
で
あ
る
が
著
者
は
不
明
で
あ
る
。
こ

の
『
神
道
摘
要
』
に
は
、
天
照
大
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

天
津
神
さ
ま
八
百
万
、
国
津
神
さ
ま
八
百
万
と
ま
し
ま
す
、
神

と
い
ふ
神
さ
ま
の
御
神
徳
を
、
悉
く
御
あ
つ
め
あ
そ
ば
さ
れ
、

其
根
元
を
御
取
を
さ
め
下
さ
れ
て
、
有
難
い
御
め
ぐ
み
を
下
さ

る
ゝ
は
則
天
照
坐
皇
大
御
神
さ
ま
の
御
恩
な
り
（
二
丁
オ
ー
ウ
）

　

即
ち
、
天
照
大
神
は
、「
神
と
い
ふ
神
さ
ま
の
御
神
徳
」
を
集
め
、

「
其
根
元
を
御
取
を
さ
め
」
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
天
照
大
神

へ
の
信
仰
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

生
て
は
此
大
御
神
さ
ま
の
御
恩
を
蒙
り
、
死
し
て
は
此
大
御
神

さ
ま
の
ま
し
ま
す
、
高
天
原
に
御
む
か
へ
下
さ
れ
尊
く
有
が
た

き
御
恩
を
蒙
る
な
り
（
二
丁
ウ
）

　

こ
こ
か
ら
明
白
な
よ
う
に
『
神
道
摘
要
』
に
は
、
天
照
大
神
へ
の

信
仰
と
人
の
死
後
の
安
心
を
結
び
つ
け
る
教
説
が
存
在
す
る
。
以
上

の
よ
う
な
天
照
大
神
へ
の
信
仰
を
前
提
と
し
て
、
死
後
の
安
心
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
次
で
あ
る
。

此
理
を
有
難
く
い
た
ゞ
き
て
、
一
生
を
終
る
人
は
、
死
し
て
大

御
神
の
尊
き
都
に
か
へ
り
、
限
な
き
た
の
し
み
を
受
る
な
り
、

此
理
を
信
ぜ
ず
、
御
恩
を
報
い
ず
、
一
生
を
終
る
も
の
は
、
み

な
夜
見
国
に
堕
落
て
、
永
く
る
し
み
を
受
る
な
り
、

　
　

是
則
、
神
道
の
簡
要
な
り
（
五
丁
オ
ー
ウ
）

　

こ
の
解
釈
を
前
提
と
し
て
、
死
後
の
幸
福
を
得
る
た
め
の
具
体
的

な
方
法
が
「
御
恩
」
に
報
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
御
恩
」
に
報

い
る
具
体
的
な
方
法
と
は
、

凡�

神
々
さ
ま
の
御
恩
に
報
い
奉
る
に
は
、
神
々
さ
ま
の
根
元
と

ま
し
ま
す
、
天
照
坐
皇
大
御
神
さ
ま
に
む
く
い
奉
れ
ば
自
然

神
々
さ
ま
に
奉
る
理
に
か
な
ふ
な
り
、

大�

御
神
さ
ま
に
む
く
い
奉
る
と
い
ふ
は
、
人
間
日
用
の
外
に
、

別
の
つ
と
め
あ
る
に
あ
ら
ず
、
大
御
神
さ
ま
の
御
恩
を
お
も

ひ
、
大
御
神
さ
ま
の
御
悦
あ
そ
ば
さ
る
る
事
を
つ
と
め
、
大

御
神
さ
ま
の
御
名
を
と
な
へ
、
常
に
大
御
神
さ
ま
の
御
前
に
、

仕
奉
る
心
を
以
て
つ
と
む
れ
ば
、
則
御
恩
に
む
く
い
奉
る
事

と
な
る
な
り
、（
三
丁
オ
ー
四
丁
オ
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
照
大
神
へ
の
報
恩
が
他
の

神
（々
（（
（

へ
の
報
恩
と
同
一
視
さ
れ
、「
大
御
神
さ
ま
の
御
恩
を
お
も
ひ
、

大
御
神
さ
ま
の
御
悦
あ
そ
ば
さ
る
る
事
を
つ
と
め
、
大
御
神
さ
ま
の

御
名
を
と
な
へ
、
常
に
大
御
神
さ
ま
の
御
前
に
、
仕
奉
る
心
を
以
て

つ
と
む
」
る
こ
と
が
具
体
的
な
方
法
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
「
大
御
神
さ
ま
の
御
悦
あ
そ
ば
さ
る
る
事
」
と
は
、「
大
君
さ
ま
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を
有
が
た
く
お
も
」
い
「
御
国
の
御
た
め
に
な
る
事
を
つ
と
」
め

「
両
親
を
大
切
に
」
し
「
夫
婦
兄
弟
中
む
つ
ま
じ
」
く
し
て
「
家
業

出
精
」
し
「
人
の
た
め
に
よ
ろ
し
き
事
」
を
し
て
「
堪
忍
の
心
ふ

か
」
く
し
「
約
束
を
堅
く
守
」
る
こ
と
で
あ
る
（
（（
（

。
そ
し
て
、
常
々

「
御
潔
詞
」
を
と
な
え
、
天
照
大
神
の
「
御
名
」
を
と
な
え
、「
大
御

神
の
御
心
と
し
て
仕
へ
奉
」
る
こ
と
が
「
御
恩
に
報
い
奉
る
簡
要
」

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
神
宮
教
院
時
代
の
教
説
と
は
、
造
化
三
神
と
天

照
大
神
を
「
天
神
」
と
し
て
重
視
し
、
こ
う
し
た
神
へ
の
信
仰
に
生

前
の
幸
福
と
死
後
の
安
心
を
関
連
付
け
た
教
説
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
教
説
は
、
明
治
十
年
以
降
に
天
照
大
神
へ
の
信
仰
を
中
心
と
す
る

も
の
に
再
編
成
さ
れ
、
天
照
大
神
へ
の
信
仰
が
生
前
の
幸
福
と
死
後

の
安
心
の
基
軸
と
な
る
教
説
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
教
説

は
、
こ
れ
以
後
の
祭
神
論
争
と
神
官
教
導
職
分
離
を
経
て
ど
の
よ
う

な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
次
節
か
ら
検
討
す
る
。

三
、
神
宮
教
の
祭
神
観

　

既
述
し
た
よ
う
に
祭
神
論
争
の
決
着
に
よ
っ
て
神
宮
で
は
、
天
照

大
神
一
神
を
奉
斎
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
神

宮
教
の
初
代
管
長
と
な
っ
た
田
中
頼
庸
は
、「
神
宮
教
会
祭
神
大
意
（
（（
（

」

を
著
し
、
神
宮
教
会
の
祭
神
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
教
説
の
前
提
と
な
る
神
宮
教
の
祭
神
観
を
「
神
宮
教
会
祭
神

大
意
」
と
、
藤
井
稜
威
の
「
神
宮
教
祭
神
の
説
（
（（
（

」
を
通
し
て
検
討
す

る
。
ま
ず
、「
神
宮
教
会
祭
神
大
意
」
の
全
文
を
左
に
掲
げ
る
。

天
神
に
造
化
と
被
造
化
の
別
あ
り
造
化
は
謂
ゆ
る
天
地
神
人
万

物
を
化
生
す
る
天
祖
天
御
中
主
神
是
な
り
被
造
化
は
謂
ゆ
る
天

祖
に
因
て
化
生
せ
る
神
可
美
葦
牙
彦
舅
神
以
下
八
百
万
神
是
な

り
而
し
て
被
造
化
の
神
に
尊
卑
大
小
あ
り
と
雖
各
其
造
化
の
神

功
を
賛
け
て
分
掌
の
妙
用
を
尽
さ
ゞ
る
は
な
し
殊
に
天
照
大
御

神
は
八
百
万
に
帝
と
し
て
其
徳
六
合
に
照
徹
し
天
地
万
物
尽
く

其
煦
育
を
蒙
ら
さ
る
者
な
し
宝
祚
無
窮
の
誓
天
壌
と
共
に
変
ら

さ
る
は
云
も
更
な
り
天
祖
の
神
徳
と
雖
此
皇
大
御
神
を
待
て
始

て
朝
廷
に
伝
れ
り
即
ち
紀
記
の
古
典
昭
々
た
る
明
証
に
し
て
古

今
崇
敬
の
礼
百
神
に
冠
た
る
所
以
な
り
然
る
に
吾
教
会
は
従
前

四
神
を
祭
り
来
れ
と
も
今
よ
り
勅
裁
の
例
に
準
じ
天
照
大
御
神

一
柱
を
表
名
し
造
化
三
柱
神
の
如
き
は
尚
旧
に
依
て
鎮
祭
し
本

教
の
大
旨
を
立
る
を
要
す
蓋
古
典
を
攷
る
に
天
地
開
闢
よ
り
起

て
造
化
の
神
徳
を
明
に
し
天
照
大
御
神
の
皇
孫
を
降
し
給
ひ
し

天
宗
の
原
始
に
及
べ
り
惟
神
の
本
教
宇
宙
の
大
道
自
ら
其
中
に

存
す
古
典
の
古
典
た
る
は
是
が
為
な
り
海
外
人
造
の
教
と
雖
亦

各
自
其
原
に
依
ら
さ
る
者
な
し
易
の
大
極
老
家
の
遺
墨
家
の
真

主
宰
の
太
一
釈
氏
の
過
去
仏
耶
蘇
の
耶
華
和
に
於
る
類
一
に
し

て
足
ら
ず
是
他
な
し
天
地
の
公
道
に
於
て
本
を
棄
て
ゝ
末
を
取

る
へ
き
理
な
け
れ
は
な
り
況
や
玄
妙
の
神
理
古
典
に
徴
し
て
最
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も
顕
然
た
る
を
や
固
よ
り
彼
が
臆
造
に
比
し
て
語
る
べ
き
に
あ

ら
す
是
以
我
祭
神
は
天
照
大
御
神
を
表
名
す
と
雖
造
化
の
三
神

は
其
始
を
改
め
ず
本
教
の
大
旨
を
明
に
し
他
の
天
神
地
祇
と
異

な
る
所
以
を
表
す
べ
し
誠
に
此
の
如
く
な
ら
ば
本
教
の
原
旨
国

体
の
基
礎
両
な
か
ら
其
全
を
得
る
に
庶
幾
し
第
一
神
宮
は
百
神

の
冠
首
弘
道
の
標
準
な
れ
ば
添
加
万
世
を
遠
く
慮
て
教
旨
を
立

さ
る
を
得
ず
是
今
祭
神
を
定
む
る
大
意
也
（『
神
宮
教
会
要
旨
』

首
巻
二
―
三
頁
。）

　

こ
こ
で
田
中
は
、「
天
神
」
に
「
造
化
」
と
「
被
造
化
」
の
二
種

類
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
造
化
」
の
神
と
し
て
、「
天
地
神
人
万

物
を
化
生
」
し
た
「
天
祖
天
御
中
主
神
」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
産
霊

神
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
被
造
化
」
の
神
は
、
天
御

中
主
神
に
よ
っ
て
「
化
生
」
し
た
、「
可
美
葦
牙
彦
舅
神
以
下
八
百

万
神
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
被
造
化
」
の
神
に
も
尊
卑
が
あ
る
と
し
、

各
々
の
神
が
「
造
化
の
神
功
を
賛
け
て
分
掌
の
妙
用
を
尽
」
し
て
い

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
天
照
大
神
は
、「
八
百
万
に
帝
」

で
あ
り
、「
其
徳
六
合
に
照
徹
し
天
地
万
物
尽
く
其
煦
育
を
蒙
ら
さ

る
者
」
が
な
い
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
照
大
神
は
、
天
御
中
主
神

の
神
徳
を
朝
廷
へ
と
伝
え
た
存
在
で
あ
る
故
に
、「
古
今
崇
敬
の
礼

百
神
に
冠
た
る
」
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
田
中
は
、
神

宮
教
会
で
天
照
大
神
一
神
を
表
名
す
る
と
し
つ
つ
も
、
造
化
三
神
を

「
旧
に
依
て
鎮
祭
」
し
て
、「
本
教
の
大
旨
を
立
る
」
と
説
く
。
こ
う

し
た
理
解
は
、「
惟
神
の
本
教
宇
宙
の
大
道
」
が
古
典
に
記
さ
れ
た

造
化
三
神
か
ら
天
孫
降
臨
ま
で
の
展
開
に
「
惟
神
の
本
教
宇
宙
の
大

道
」
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
典
が
存
在
す
る
こ

と
こ
そ
、「
海
外
人
造
の
教
」
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
と
理
解
さ

れ
て
い
る
。
次
い
で
、
田
中
は
、
造
化
三
神
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、

造
化
三
神
と
他
の
天
神
地
祇
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
こ
そ
、

「
本
教
の
原
旨
国
体
の
基
礎
両
な
か
ら
其
全
を
得
る
」
方
法
と
説
き
、

神
宮
を
「
百
神
の
冠
首
弘
道
の
標
準
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
以
上

か
ら
、
田
中
に
お
い
て
は
、
神
宮
教
会
の
主
斎
神
を
天
照
大
神
で
あ

る
と
し
つ
つ
、
造
化
三
神
の
重
要
性
を
説
い
て
お
り
、
教
説
面
に
お

い
て
は
、
造
化
三
神
の
存
在
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
田
中
頼
庸
の
祭
神
観
を
踏
ま
え
、
次
に
藤
井
稜
威
の

「
神
宮
教
祭
神
の
説
」
を
検
討
し
、
藤
井
の
祭
神
へ
の
理
解
を
確
認

す
る
。
藤
井
は
、「
神
宮
教
祭
神
の
説
」
に
お
い
て
、
ま
ず
、
本
教

の
教
旨
に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
述
べ
る
。

本
教
の
教
旨
は
皇
大
神
宮
よ
り
出
た
る
所
な
れ
は
天
照
大
御
神

を
主
神
と
す
但
し
上
に
云
る
如
く
惟
神
の
道
に
し
て
造
化
の
神

徳
を
講
明
し
皇
室
の
本
源
を
詳
悉
し
幽
顕
の
神
理
を
究
窮
し
人

の
大
倫
を
修
め
し
む
る
所
な
れ
ば
即
ち
造
化
の
神
を
奉
祭
す
る

所
な
り
造
化
の
神
は
他
の
天
神
地
祇
と
異
な
る
所
を
表
す
る
な

り
抑
天
之
御
中
主
神
は
、
天
地
を
は
し
め
万
物
を
創
造
し
給
る

神
徳
に
ま
し
〳
〵
て
そ
の
大
な
る
よ
り
小
に
及
ふ
ま
て
一
と
し
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て
化
生
の
恩
徳
を
蒙
ら
さ
る
は
な
し
高
皇
産
霊
神
神
産
霊
神
は

鎔
造
の
功
徳
に
参
預
し
産
霊
の
生
育
を
蒙
ら
し
め
給
へ
り
本
教

の
由
て
起
る
所
に
て
三
柱
の
奉
齋
す
る
所
以
な
り
但
上
に
も
云

る
如
く
幽
身
の
神
に
ま
し
く
て
被
造
化
の
神
と
大
に
異
な
る
所

あ
り
よ
り
て
御
霊
を
鎮
め
奉
り
て
御
名
を
表
名
し
奉
ら
す
既
に

万
物
各
其
地
位
を
得
大
な
る
も
の
あ
り
小
な
る
も
の
あ
り
こ
ヽ

に
お
い
て
各
其
品
を
異
に
せ
り
神
人
と
他
の
諸
物
と
相
別
る
ヽ

に
至
る
神
人
に
漂
蕩
の
物
を
修
理
固
成
す
る
任
を
依
し
給
ひ

こ
ヽ
に
お
い
て
衆
多
の
神
人
の
上
に
立
て
之
を
統
轄
し
給
ふ
神

を
定
め
給
へ
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
三
巻
三
丁
ウ
ー
四
丁
オ
）

　

こ
こ
で
は
、「
本
教
の
教
旨
は
皇
大
神
宮
よ
り
出
た
る
所
な
れ
は

天
照
大
御
神
を
主
神
と
す
」
と
し
つ
つ
、
天
御
中
主
神
を
「
天
地
を

は
し
め
万
物
を
創
造
」
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
、「
一
と
し
て
化
生

の
恩
徳
を
蒙
ら
さ
る
は
な
し
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
高
皇
産

霊
神
神
産
霊
神
」
は
、「
鎔
造
の
功
徳
に
参
預
し
産
霊
の
生
育
を
蒙

ら
し
め
」
る
神
と
し
て
天
御
中
主
神
を
助
け
る
神
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
造
化
三
神
は
、
神
宮
教
の
教
旨
の
起
点
と

解
釈
さ
れ
、
造
化
三
神
を
奉
斎
す
る
理
由
と
な
る
。
造
化
三
神
は
、

「
幽
身
の
神
」
で
あ
り
、「
被
造
化
の
神
」
と
は
異
な
る
神
で
あ
る
。

そ
の
た
め
神
宮
教
で
は
、「
御
霊
を
鎮
め
奉
り
て
御
名
を
表
名
し
」

な
い
。
し
か
し
、
造
化
三
神
は
、「
万
物
各
其
地
位
を
得
」
さ
せ
、

神
人
に
「
漂
蕩
の
物
を
修
理
固
成
す
る
任
」
を
授
け
、「
衆
多
の
神

人
の
上
に
立
て
之
を
統
轄
し
給
ふ
神
」
を
定
め
た
存
在
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
し
て
、
天
照
大
神
を
中
心
と
す
る
世
界

観
が
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

天
照
大
御
神
天
の
こ
と
を
知
し
召
し
（
天
と
称
す
る
は
日
本
紀
に

天
上
之
事
亦
天
地
或
は
宇
宙
高
天
原
と
あ
る
み
な
同
意
に
て
即
ち
天
中

に
し
て
大
地
を
は
し
め
月
星
の
如
き
も
の
み
な
其
中
に
あ
る
一
物
な
り

天
の
事
を
知
し
召
と
云
は
天
中
に
胎
ま
れ
た
る
万
象
を
凡
て
知
し
召
よ

し
な
り
月
読
尊
の
月
を
知
し
召
し
皇
孫
尊
の
大
地
の
こ
と
を
知
し
召
る

は
み
な
其
分
掌
な
り
旧
説
に
大
地
或
は
月
を
天
外
の
も
の
と
に
し
て
説

を
立
た
る
か
如
き
は
甚
し
き
誤
り
に
て
神
典
皇
史
の
旨
に
背
け
り
日
神

と
称
せ
る
よ
り
日
の
み
を
知
し
召
こ
と
ヽ
限
れ
る
か
如
き
は
悉
し
か
ら

す
別
に
古
伝
考
と
称
し
て
弁
明
し
た
る
者
あ
り
）
天
中
に
あ
る
神
人

を
主
宰
し
給
へ
り
其
徳
六
合
に
照
徹
し
天
地
万
物
尽
く
其
煦
育

を
蒙
ら
さ
る
は
な
し
故
に
月
読
尊
を
は
し
め
諸
神
み
な
皇
大
御

神
に
仕
へ
奉
り
給
へ
る
と
顕
世
の
貴
族
以
下
凡
て
天
皇
に
奉
事

す
る
が
如
し
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
三
巻
四
丁
オ
ー
ウ
）

　

ま
ず
、
天
照
大
神
が
太
陽
の
み
を
治
め
る
神
と
い
う
理
解
を
否
定

し
、
天
照
大
神
が
月
や
大
地
を
含
む
「
天
中
に
胎
ま
れ
た
る
万
象
を

凡
て
知
し
召
」
す
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
皇
孫
尊
や
月
読
尊
の
存

在
は
、
天
照
大
神
の
「
分
掌
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
天
照
大

神
に
対
し
て
、「
顕
世
の
貴
族
以
下
凡
て
天
皇
に
奉
事
す
る
」
よ
う
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に
「
月
読
尊
を
は
し
め
諸
神
み
な
皇
大
御
神
に
仕
へ
」
て
い
る
と
説

い
て
い
る
。

　

こ
の
天
照
大
神
は
、「
皇
孫
尊
を
立
て
天
津
日
嗣
を
知
し
召
」
さ

せ
、
造
化
の
神
徳
を
朝
廷
に
伝
え
、「
齋
鏡
宝
祚
の
詔
を
下
し
無
窮

の
基
を
起
し
」
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
天
照
大
神
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
日
本
の
国
体
は
、「
皇
統
一
系
万
世
に
君
臨
し
国
体
の
尊
厳
な

る
海
外
万
国
に
比
す
へ
き
も
の
」
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

歴
代
の
天
皇
が
「
皇
業
を
経
綸
し
給
ひ
鴻
基
の
無
窮
に
完
固
」
で
あ

る
理
由
を
、「
惟
神
の
教
」
に
求
め
る
（
（（
（

。
か
か
る
理
解
を
踏
ま
え
、

八
百
万
の
神
を
祭
る
必
要
を
説
い
た
上
で
、
神
々
の
行
い
の
中
に
次

の
よ
う
に
規
範
性
を
見
い
だ
す
。

八
百
万
神
の
善
言
美
事
み
な
道
と
し
て
法
と
る
へ
き
も
の
な
り

宜
し
く
之
を
以
て
衆
人
を
教
導
す
べ
し
抑
八
百
万
神
の
言
行
に

教
と
し
て
以
て
人
の
大
倫
を
修
め
し
む
へ
き
も
の
あ
る
は
何
の

故
ぞ
や
こ
れ
造
化
の
神
の
賦
し
給
へ
る
霊
奇
の
神
霊
あ
る
か
故

な
り
神
誡
の
解
に
云
る
趣
を
参
考
し
て
知
る
へ
し
さ
れ
は
そ
の

言
行
の
道
に
適
ひ
て
教
と
す
へ
き
も
の
あ
る
は
造
化
の
神
に
起

因
し
て
賦
与
の
霊
性
を
尽
し
給
へ
る
も
の
な
り
さ
れ
ば
本
教
は

幹
に
し
て
分
教
は
枝
葉
の
如
し
故
に
人
の
代
に
な
り
て
の
後
の

人
に
て
も
殆
神
代
の
神
た
ち
に
ひ
と
し
き
教
言
も
あ
る
そ
か
し

ま
た
海
外
各
国
の
人
と
雖
天
賦
の
霊
性
に
基
つ
き
た
る
者
は
之

に
亜
く
も
の
な
り
分
教
の
教
挙
て
数
ふ
へ
か
ら
さ
る
に
至
る
と

雖
要
す
る
に
み
な
本
教
の
末
葉
に
あ
ら
さ
る
は
な
し
読
者
こ
の

本
分
の
理
を
明
か
に
す
る
時
は
大
道
の
本
原
を
誤
ら
さ
る
に
至

る
べ
し
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
三
巻
五
丁
オ
ー
ウ
）

　

右
の
よ
う
に
「
八
百
万
神
の
善
言
美
事
」
が
、「
道
と
し
て
法
と

る
へ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
八
百
万
神
の
善

言
美
事
」
が
、「
造
化
の
神
の
賦
し
給
へ
る
霊
奇
の
神
霊
」
に
よ
っ

て
い
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
海
外
各
国
の
人
と
雖

天
賦
の
霊
性
に
基
つ
き
た
る
者
は
之
に
亜
く
も
の
な
り
」
と
し
て
、

海
外
の
諸
宗
教
を
「
惟
神
の
教
」
の
分
教
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
藤
井
稜
威
は
田
中
頼
庸
の
「
神
宮
教
祭

神
大
意
」
を
忠
実
に
敷
衍
し
、
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
田

中
、
藤
井
の
所
説
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
神
宮
教
に
お
い
て
は
、

造
化
三
神
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
教
説
面
に
お
い
て
も
、
造

化
三
神
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
造
化
三
神
・
天
照
大
神
へ
の
理
解
自
体
は
、
神
宮
教
院
時
代
の
神

理
解
か
ら
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
、『
神
道
摘

要
』
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
天
照
大
神
を
強
く
打
ち
出
す
理
解
は
、

「
神
宮
教
会
祭
神
大
意
」
と
「
神
宮
教
祭
神
の
説
」
か
ら
は
見
出
せ

な
い
。
む
し
ろ
造
化
三
神
側
に
力
点
を
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
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四
、「
三
条
教
則
」
と
「
五
条
の
神
誡
」
の
註
釈

　

本
節
で
は
、『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
所
収
の
「
三
条
教
則
」

と
「
五
条
の
神
誡
（
（（
（

」
へ
の
註
釈
を
検
討
す
る
。

　
「
三
条
教
則
」
の
註
釈
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
教
導
職
の
説
教
に

対
す
る
心
得
と
し
て
「
三
条
教
則
」
を
説
い
て
お
り
、
説
教
す
る
側

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
理
解
を
求
め
て
い
る
か
が
窺
わ
れ
る
点
に

あ
る
。「
三
条
教
則
」
の
第
一
条
「
敬
神
愛
国
の
旨
を
体
す
べ
き
事
」

で
は
、
造
化
三
神
に
よ
っ
て
天
地
が
鎔
造
さ
れ
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪

那
美
の
二
神
に
よ
っ
て
国
土
が
「
修
理
固
成
」
さ
れ
、
天
照
大
神
に

よ
っ
て
天
地
が
完
成
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
（
（（
（

。
天
照
大
神
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

天
照
大
御
神
は
上
の
神
々
の
御
霊
徳
を
受
継
て
高
天
原
を
知
召

し
顕
幽
を
兼
ね
天
地
の
大
主
宰
と
成
て
造
化
の
功
を
集
め
大
成

し
給
ふ
然
れ
は
生
と
し
生
る
者
い
づ
れ
か
大
御
神
の
御
恵
を
蒙

り
奉
ら
ざ
ら
ん
や
顕
世
の
天
皇
は
則
大
御
神
の
立
給
ふ
所
な
り

人
民
も
祖
先
以
来
神
胤
を
以
て
恭
し
く
大
御
神
の
神
勅
を
奉
し

天
皇
に
仕
へ
奉
る
神
賦
の
魂
は
永
遠
不
滅
に
し
て
身
死
す
れ
は

其
本
た
る
天
神
の
御
許
に
復
帰
す
生
死
と
も
天
神
の
恩
に
頼
ら

ざ
る
は
な
し
其
恩
至
大
な
り
こ
れ
敬
せ
ず
ん
ば
あ
る
へ
か
ら
ざ

る
所
以
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
一
丁
オ
ー
ウ
）

　

天
照
大
神
は
、
高
天
原
を
治
め
「
顕
幽
を
兼
ね
天
地
の
大
主
宰
と

成
て
造
化
の
功
を
集
め
大
成
し
」
た
存
在
で
あ
り
、「
生
と
し
生
る

者
」
が
天
照
大
神
の
恵
み
を
受
け
て
い
る
と
理
解
す
る
。
さ
ら
に
、

神
か
ら
授
け
ら
れ
た
魂
は
、「
身
死
す
れ
は
其
本
た
る
天
神
（
（（
（

の
御
許

に
復
帰
」
す
る
と
説
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、
人
の
生
死
は
、「
天
神

の
恩
に
頼
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
天
神
を
崇
敬
す
る
理

由
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
天
神
」
と
人
の
生
死
を

関
連
付
け
る
論
は
、
神
宮
教
院
時
代
の
教
説
と
同
様
で
あ
る
。
次
に

愛
国
に
つ
い
て
は
、
天
皇
の
祭
祀
や
政
令
が
「
愛
国
保
民
の
為
」
の

も
の
と
注
意
を
促
し
、
人
が
天
皇
の
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
尽
し
、

天
神
の
生
成
化
育
を
助
け
る
こ
と
を
国
家
へ
の
愛
で
あ
る
と
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

人
民
た
る
も
の
天
皇
の
御
心
を
心
と
し
其
力
を
窮
め
其
職
を
尽

し
諸
々
の
技
芸
の
術
を
極
め
て
産
物
を
繁
殖
し
国
用
に
供
ふ
べ

し
こ
ゝ
に
お
い
て
上
下
一
致
し
て
天
神
の
生
成
化
育
を
賛
成
し

国
家
を
愛
す
る
名
実
全
た
か
る
べ
し
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一

巻
一
丁
ウ
ー
二
丁
オ
）

　

次
い
で
、
第
二
条
「
天
理
人
道
を
明
に
す
べ
き
事
」
で
は
、「
天

理
」
を
「
天
神
の
道
」
と
定
義
す
る
。
こ
の
天
理
は
、「
幼
児
の
母

を
慕
ふ
父
母
の
其
子
を
愛
し
む
」
と
い
っ
た
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
「
み
な
天
神
の
人
に
賦
命
玉
ひ
た
る
道
」
と
解
釈
さ
れ
る
（
（（
（

。

こ
れ
を
受
け
人
道
の
解
釈
で
は
、

誠
実
無
妄
の
心
を
以
て
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
等
の
倫
理
を
明
に
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し
忠
恵
孝
慈
親
睦
和
順
信
愛
の
人
道
を
尽
す
べ
し
就
中
皇
国
の

君
臣
の
如
き
は
他
方
の
君
臣
義
を
以
て
合
ふ
も
の
ゝ
比
に
あ
ら

ざ
れ
ば
我
国
民
た
る
も
の
は
殊
に
深
く
こ
ゝ
に
意
を
注
ぐ
べ
し

（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
二
丁
オ
ー
ウ
）

と
あ
っ
て
、「
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
等
の
倫
理
」
を
「
忠
恵
孝
慈
親

睦
和
順
信
愛
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
皇
国
に
お
け
る

君
臣
の
関
係
を
他
国
に
比
類
な
い
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
三
条
「
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
む
べ
き
事
」
で
は
、

ま
ず
、
天
皇
の
存
在
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

皇
上
は
天
照
大
御
神
の
正
統
に
し
て
大
御
神
の
御
依
に
よ
り
て

万
世
一
系
の
皇
位
を
踐
せ
給
ふ
造
化
の
神
よ
り
連
綿
た
る
永
世

無
窮
の
君
は
我
天
皇
を
お
き
て
大
地
の
中
他
に
あ
る
こ
と
な
し

天
孫
瓊
々
杵
尊
此
土
に
降
臨
の
時
天
児
屋
根
神
天
太
玉
神
を
は

じ
め
諸
の
神
た
ち
天
神
の
裔
を
以
て
大
御
神
の
神
勅
を
奉
じ
天

孫
に
奉
事
し
皇
業
を
賛
成
し
給
ふ
一
君
一
民
以
て
万
世
に
伝
ふ

依
て
天
下
万
姓
の
皇
室
に
於
る
一
源
分
派
に
し
て
君
臣
に
し
て

父
子
の
親
を
兼
た
る
者
な
り
こ
れ
此
章
あ
る
所
以
な
り
（『
神

宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
二
丁
ウ
ー
三
丁
オ
）

　

右
の
よ
う
に
、
天
皇
は
、
天
照
大
神
の
「
正
統
」
で
あ
り
、「
大

御
神
の
御
依
に
よ
り
て
万
世
一
系
の
皇
位
を
踐
せ
給
ふ
」
存
在
で
造

化
三
神
よ
り
繋
が
る
「
永
世
無
窮
の
君
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
国

に
は
無
い
存
在
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
天
児
屋
根
神
天
太

玉
神
」
と
い
っ
た
諸
神
た
ち
を
天
照
大
神
の
神
勅
に
従
っ
て
「
天
孫

に
奉
事
し
皇
業
を
賛
成
」
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
た
め
皇

室
は
、「
一
源
分
派
に
し
て
君
臣
に
し
て
父
子
の
親
を
兼
た
る
者
」

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
人
民
は
、

朝
旨
を
遵
守
し
上
下
能
相
親
み
睽
離
す
べ
か
ら
す
古
人
は
口
吟

に
も
大
王
は
神
に
し
坐
ば
又
大
王
の
命
か
し
こ
み
と
云
り
こ
れ

此
意
を
体
せ
る
が
故
な
り
上
件
の
理
を
よ
く
弁
明
し
周
く
衆
民

を
し
て
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
め
心
の
底
ひ
朝
廷
に

誠
忠
を
尽
さ
し
む
る
こ
れ
我
大
教
の
要
旨
な
り
（『
神
宮
教
会
要

旨
』
第
一
巻
三
丁
オ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
朝
旨
を
遵
守
し
て
、「
上
下
能
相
親
」
ん
で
「
睽

離
」
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
藤
井
の
考
え
る
教
導
職
の
役
割

と
は
、
人
民
に
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
め
、「
心
の
底
ひ

朝
廷
に
誠
忠
を
尽
さ
し
む
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
我
大
教
の

要
旨
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、
最
後
に
「
三
条
教
則
」
全
体

の
結
論
が
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

皇
室
の
本
源
と
ま
す
天
神
を
敬
し
天
神
の
則
の
ま
に
〳
〵
国
を

愛
し
道
を
弁
明
す
る
人
に
あ
ら
さ
れ
ば
仮
令
皇
上
を
奉
戴
し
朝

旨
を
遵
守
す
る
意
を
示
す
に
も
所
謂
靴
を
隔
て
痒
を
か
く
が
如

く
尽
さ
ぬ
所
あ
り
為
に
上
の
二
条
を
お
か
れ
た
る
者
な
り
他
の

人
造
教
の
徒
が
妄
説
を
喋
々
す
る
如
き
比
に
あ
ら
す
耶
蘇
或
は
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仏
菩
薩
の
教
旨
を
示
す
も
の
は
宜
し
く
其
教
主
の
尊
む
へ
き
を

示
す
を
う
べ
し
己
が
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
む
る
補

と
な
る
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
或
は
其
效
あ
る
に
も
せ
よ
己
か
神

道
に
及
ぶ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
か
つ
教
旨
彼
と
其
正
邪
は
天
壌

月
鼈
の
相
違
あ
る
所
に
よ
く
〳
〵
目
を
注
き
心
を
留
む
べ
し

（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
三
丁
オ
ー
ウ
）

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
藤
井
が
単
に
「
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨

を
遵
守
す
る
意
を
示
」
し
て
も
充
分
で
は
な
い
と
指
摘
し
、「
皇
上

を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
す
る
意
を
示
す
」
為
に
「
敬
神
愛
国
の
旨
を

体
す
べ
き
事
」
と
「
天
理
人
道
を
明
に
す
べ
き
事
」
の
二
条
が
あ
る

と
述
べ
て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
藤
井
が
、「
三
条
教
則
」
に

お
い
て
最
も
重
視
し
て
い
る
の
は
、
第
三
条
「
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨

を
遵
守
せ
し
む
べ
き
事
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
三
条

教
則
」
全
体
を
通
し
て
説
か
れ
て
い
る
所
は
、
皇
室
の
本
源
で
あ
る

「
天
神
を
敬
し
」
て
、「
天
神
」
の
教
に
従
い
、「
国
を
愛
し
道
を
弁

明
」
し
て
、
正
し
く
「
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
す
る
」
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
を
教
導
職
が
人
民
に
説
く
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と

い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
教
」、
即
ち
「
神
道
」
は
、
他
の

「
人
造
教
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
に
優
越
し
て
い
る
と
い
う

理
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
前
提
に
は
、
こ
こ
ま

で
検
討
し
て
き
た
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
神
の
存
在
と
そ
の

働
き
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
教
説
の
中
心
と
し
て
、
造
化

三
神
と
天
照
大
神
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
死
後
の
安
心
が
天
神
へ
の
信

仰
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
、「
五
条
の
神
誡
」
へ
の
註
釈
を
検
討
す
る
。「
五
条
の
神

誡
」
の
具
体
的
内
容
と
は
、「
天
津
御
祖
を
敬
ふ
べ
し
」「
皇
国
の
御

恩
を
念
ふ
べ
し
」「
人
た
る
道
を
守
る
べ
し
」「
家
業
を
励
み
勉
む
べ

し
」「
悪
行
ひ
な
か
る
べ
し
」
で
あ
る
。

　

藤
井
は
、
ま
ず
「
神
誡
」
に
つ
い
て
、

神
誡
は
則
天
神
の
教
と
云
義
な
り
吾
人
の
善
性
は
天
神
の
賦
命

た
ま
へ
る
者
に
し
て
万
善
皆
神
誡
な
り
此
五
条
は
其
緊
要
な
る

者
を
あ
け
た
る
な
り
抑
我
神
教
は
造
化
の
元
首
と
ま
す
天
御
中

主
神
高
皇
産
霊
神
神
産
霊
神
の
本
教
に
し
て
天
照
大
御
神
の
皇

孫
尊
に
伝
へ
給
る
所
の
も
の
な
り
依
て
其
旨
天
賦
の
霊
性
の
良

善
な
る
と
同
一
致
な
り
決
し
て
他
教
の
作
為
に
出
た
る
者
の
比

に
非
ず
誰
か
之
を
尊
ば
さ
ら
ん
誰
か
之
を
仰
さ
ら
ん
や
（『
神

宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
三
丁
ウ
）

と
述
べ
る
。
即
ち
、「
神
誡
」
と
は
「
天
神
の
教
」
で
あ
り
、「
天
神

の
賦
命
た
ま
へ
る
」
人
の
善
性
の
こ
と
で
あ
り
、「
五
条
の
神
誡
」

の
五
条
は
「
其
緊
要
な
る
者
」
で
あ
る
。
こ
の
「
神
誡
」、
即
ち
、

「
神
教
」
は
、
造
化
三
神
の
「
本
教
」
で
あ
っ
て
、
天
照
大
神
が

「
皇
孫
尊
に
伝
へ
」
た
も
の
で
あ
り
、「
天
賦
の
霊
性
の
良
善
な
る
と

同
一
致
」
で
、「
他
教
の
作
為
に
出
た
る
者
」
と
は
比
較
に
な
ら
な

い
も
の
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。
次
い
で
、
個
々
の
条
に
つ
い
て
の
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註
釈
が
付
さ
れ
て
い
く
。
第
一
条
「
天
津
御
祖
を
敬
ふ
べ
し
」
に
は
、

左
の
よ
う
に
あ
る
。

天
津
御
祖
と
は
天
御
中
主
神
高
皇
産
霊
神
神
産
霊
神
天
照
大
御

神
た
ち
を
合
せ
て
い
ふ
神
宮
教
会
に
て
は
こ
の
四
柱
大
神
を
主

神
と
す
（
中
略
）
夫
人
は
各
其
父
祖
を
敬
愛
す
べ
し
父
祖
の
大

本
を
原
ぬ
れ
ば
天
津
御
祖
の
神
に
て
即
吾
人
に
及
ひ
特
に
神
魂

賦
命
て
活
発
か
し
め
給
ふ
実
に
世
界
の
大
御
祖
な
り
さ
れ
ば
天

津
御
祖
を
畏
敬
ふ
心
を
失
ひ
た
る
者
は
神
に
見
放
さ
れ
た
る
者

に
て
長
く
生
て
あ
り
と
も
詮
あ
る
べ
か
ら
す
幽
顕
両
界
に
容
れ

ら
れ
さ
る
者
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
四
丁
オ
）

　

神
宮
教
会
で
は
天
御
中
主
神
、
高
皇
産
霊
神
、
神
産
霊
神
、
天
照

大
神
の
四
神
を
主
神
と
し
、
こ
れ
ら
四
神
が
、「
天
津
御
祖
」
と
な

る
。
造
化
三
神
と
天
照
大
神
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
四
神
が
、

「
父
祖
の
大
本
」
で
あ
り
、
人
の
神
魂
を
、「
賦
命
て
活
発
か
し
め
」

る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
造
化
三
神
と
天
照
大
神
は
、

「
世
界
の
大
御
祖
」
で
あ
り
、「
天
津
御
祖
」
を
崇
敬
し
な
い
人
は
、

「
神
に
見
放
さ
れ
た
る
者
」
と
し
、
長
く
生
き
る
か
い
も
な
く
、「
幽

顕
両
界
に
容
れ
ら
れ
さ
る
者
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

第
二
条
「
皇
国
の
御
恩
を
念
ふ
べ
し
」
に
は
、

我
身
此
土
に
生
れ
衣
食
住
に
安
ん
じ
此
土
の
主
君
に
仕
奉
り
て

此
土
に
安
居
し
国
恩
の
最
大
な
る
を
念
ふ
べ
し
皇
国
の
如
き
は

外
国
と
異
に
し
て
万
世
一
系
一
君
一
民
の
国
な
れ
は
殊
に
国
を

愛
す
る
心
情
深
く
大
に
国
の
為
に
尽
す
所
な
く
ん
は
あ
る
べ
か

ら
す
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
四
丁
オ
ー
ウ
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
人
が
皇
国
の
恩
に
よ
っ
て
「
衣
食
住
に
安
ん

じ
」
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
日
本
の
国
体
が
外
国
と
異
な
る

こ
と
を
述
べ
、「
国
を
愛
す
る
心
情
深
く
大
に
国
の
為
に
尽
」
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
理
解
は
、「
三

条
教
則
」
の
愛
国
の
解
釈
と
同
様
で
あ
る
。

　

第
三
条
「
人
た
る
道
を
守
る
べ
し
」
で
は
、「
道
」
が
「
無
形
」

で
あ
り
、「
有
形
」
の
「
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
親
族
師
弟
朋
友
等
」

と
の
関
係
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
（
（（
（

と
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

道
は
天
性
に
し
て
君
に
は
忠
義
父
に
は
孝
敬
君
は
臣
民
と
恵
み

父
は
子
孫
を
慈
む
こ
と
を
初
め
凡
て
人
に
接
す
る
通
義
あ
り
こ

の
理
を
明
に
し
て
人
た
る
道
を
守
る
べ
し
殊
に
我
皇
国
の
天
皇

の
如
き
は
造
化
の
大
元
た
る
天
津
御
祖
の
御
正
統
に
し
て
天
壌

無
窮
の
皇
位
に
ま
し
ま
せ
ば
大
義
の
重
ん
す
べ
き
を
厚
く
深
く

心
得
す
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
す
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
四
丁
ウ
）

　

右
に
あ
る
よ
う
に
「
道
」
は
天
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
実

は
、「
君
に
は
忠
義
父
に
は
孝
敬
君
は
臣
民
と
恵
み
父
は
子
孫
を
慈

む
こ
と
」
で
あ
り
、「
人
に
接
す
る
通
義
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
、

と
り
わ
け
重
要
な
の
が
君
へ
の
忠
義
と
な
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
が

「
天
津
御
祖
の
御
正
統
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
拠
っ
て
い
る
。

　

第
四
条
「
家
業
を
励
み
勉
む
べ
し
」
に
は
、
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智
能
を
は
た
ら
か
し
職
業
を
勤
む
る
は
即
ち
天
神
の
命
令
に
し

て
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
国
土
を
修
理
固
成
し
給
ふ
遺
業
な

り
禽
獣
草
木
を
使
役
に
供
へ
学
習
思
弁
勤
苦
を
以
て
其
良
智
を

附
益
し
士
農
工
商
各
異
な
る
職
業
あ
り
群
殊
の
智
能
を
以
て
相

助
け
相
報
い
て
天
下
諸
物
の
有
無
万
事
の
巧
拙
悉
皆
参
互
錯
綜

交
換
融
通
し
相
治
る
も
の
に
て
幽
顕
の
神
と
君
に
仕
へ
家
系
を

不
滅
に
伝
る
基
本
こ
れ
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
五
丁

オ
）

と
あ
っ
て
、
家
業
に
励
む
こ
と
は
、「
天
神
の
命
令
」
で
あ
り
、
伊

邪
那
岐
伊
邪
那
美
命
の
「
修
理
固
成
」
の
「
遺
業
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、「
智
能
を
は
た
ら
か
し
職
業
を
勤
」
め
、「
禽
獣
草

木
を
使
役
」
し
、「
学
習
思
弁
勤
苦
を
以
て
其
良
智
を
附
益
し
」
て
、

「
群
殊
の
智
能
を
以
て
相
助
け
相
報
い
て
」、
天
下
を
治
め
、「
幽
顕

の
神
と
君
に
仕
へ
」
る
こ
と
に
よ
り
「
家
系
を
不
滅
に
伝
る
」
こ
と

が
出
来
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
家
業
を
励
み
勉
む
べ
し
」
で

は
、
民
衆
の
「
家
業
」
が
「
修
理
固
成
」
と
関
連
づ
け
て
説
か
れ
て

い
る
。

　

第
五
条
「
悪
き
行
な
か
る
べ
し
」
に
つ
い
て
は
、
左
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

悪
き
行
を
な
せ
は
人
の
害
を
な
し
世
の
悪
み
を
受
る
の
み
な
ら

す
己
の
身
も
安
か
ら
す
心
も
鬱
々
と
し
て
楽
ま
ず
行
ひ
正
し
け

れ
ば
心
清
明
に
し
て
身
に
少
も
苦
み
な
き
の
み
な
ら
す
世
に
益

を
あ
た
へ
人
の
祝
ひ
を
致
す
各
清
き
正
き
天
賦
の
誠
心
あ
り
な

が
ら
穢
濁
き
私
欲
の
妄
慮
を
制
す
る
こ
と
を
得
す
し
て
其
明
を

晦
し
其
益
を
曲
げ
て
悪
に
陥
る
者
は
自
棄
自
亡
も
の
な
り
神
慈

尚
之
を
救
ひ
助
け
む
為
に
解
除
の
神
法
と
云
者
を
た
て
賜
へ
り

豈
猛
省
せ
ざ
る
べ
け
む
や
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
五
丁
ウ
）

　

即
ち
、
悪
事
を
行
う
事
は
、「
人
の
害
を
な
し
世
の
悪
み
を
受
る

の
み
な
ら
す
己
の
身
も
安
か
ら
」
ざ
る
行
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人

が
「
天
賦
の
誠
心
」
を
持
ち
な
が
ら
、
悪
事
を
行
う
も
の
は
、「
自

棄
自
亡
」
と
説
く
。
こ
う
し
た
人
を
救
う
た
め
に
、「
解
除
の
神
法
」

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

抑
神
誡
こ
れ
を
天
律
と
も
云
べ
し
人
よ
く
神
誡
を
謹
守
す
る
時

は
己
た
だ
居
を
安
ん
す
る
の
み
な
ら
す
顕
世
に
在
て
は
天
皇
の

良
民
た
る
名
を
得
て
栄
誉
を
万
世
に
伝
へ
幽
世
に
入
て
は
永
遠

に
皇
大
御
神
に
仕
奉
り
て
無
慮
の
幸
福
を
賜
る
こ
と
を
得
程
々

に
高
き
位
に
昇
る
を
う
べ
し
勉
め
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
（『
神

宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
五
丁
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
「
天
律
」
た
る
「
神
誡
」
を
「
謹
守
」
す
る
こ
と
に

よ
り
、
自
ら
の
安
泰
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
、「
顕
世
に
在
て
は
天

皇
の
良
民
た
る
名
を
得
て
栄
誉
を
万
世
に
伝
へ
」
る
こ
と
が
出
来
、

「
幽
世
に
入
て
は
永
遠
に
皇
大
御
神
に
仕
奉
り
て
無
慮
の
幸
福
を
賜

る
」
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
藤
井
は
、「
五
条
の
神
誡
」
に
お

い
て
「
天
神
」
の
重
要
性
を
説
く
と
と
も
に
、
現
世
の
行
い
に
よ
る
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栄
誉
と
死
後
の
幸
福
を
関
連
さ
せ
、「
神
誡
」
を
守
る
こ
と
の
必
要

を
説
く
。
そ
し
て
、
救
い
の
方
法
と
し
て
「
解
除
の
神
法
」、
即
ち
、

祓
の
儀
礼
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
神
宮
教
院
時
代
の
教
説
を
踏
ま
え

た
理
解
と
な
っ
て
い
る
（
（（
（

。
ま
た
、「
五
条
の
神
誡
」
の
註
釈
は
、「
三

条
教
則
」
の
註
釈
と
は
異
な
り
、
民
衆
に
対
し
具
体
的
な
規
範
と
そ

れ
を
遵
守
す
る
意
義
を
説
く
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
藤
井
は
、「
三
条
教
則
」
の
註
釈
で
は
、
教
導
職

に
対
し
て
「
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し

た
上
で
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
敬
神
愛
国
」
と
「
天
理
人
道
」
を
位

置
づ
け
、
こ
れ
ら
の
実
践
に
よ
り
現
世
の
栄
誉
と
死
後
の
幸
福
が
得

ら
れ
る
と
説
く
。「
五
条
の
神
誡
」
で
は
、
民
衆
に
対
し
「
神
誡
」

を
守
る
こ
と
に
よ
る
現
世
の
栄
誉
と
死
後
の
幸
福
を
得
る
方
法
を
説

い
て
い
る
。
こ
の
た
め
「
三
条
教
則
」
と
「
五
条
の
神
誡
」
の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
世
の
栄
誉
と
死
後
の
幸
福
を
得
る
た
め
の
具

体
的
な
方
法
を
説
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
教
説
は
、
神
宮
教
院

時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
化
を
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

五
、「
惟
神
旨
三
章
」
の
註
釈

　

次
い
で
、『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
と
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
た

「
惟
神
旨
三
章
」
の
註
釈
を
検
討
す
る
。
藤
井
稜
威
は
、「
惟
神
旨
」

を
「
本
教
の
趣
旨
」
と
し
、
そ
の
道
は
、「
至
正
至
美
至
簡
至
易
に

し
て
入
易
く
従
ひ
易
く
之
を
施
し
て
世
に
益
あ
り
之
を
行
ひ
て
害
あ

る
を
見
ず
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
惟
神
旨
三
章
」
の
第
一
章
、
第

二
章
を
「
経
」
と
し
、
第
三
章
を
「
緯
」
と
述
べ
、「
第
一
第
二
の

二
章
を
詳
明
に
解
得
し
て
第
三
条
の
神
理
を
講
究
」
す
る
必
要
が
あ

る
と
す
る
。
第
一
章
、
第
二
章
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必

要
な
の
が
「
天
神
造
化
」「
幽
顕
分
界
」「
修
理
固
成
」「
皇
国
々
体
」

の
「
四
説
」
で
あ
り
、
第
三
章
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
の

が
「
修
祓
」「
鎮
魂
」「
主
宰
分
掌
」「
神
魂
帰
天
」
の
「
四
神
理
」

で
あ
る
。

　
「
惟
神
旨
三
章
」
の
第
一
章
「
天
祖
天
之
御
中
主
神
大
元
の
初
に

天
地
日
月
を
鋳
造
し
神
人
万
物
を
化
育
し
給
ひ
し
其
産
霊
の
神
徳
を

講
明
す
」
で
は
、
ま
ず
、
天
御
中
主
神
の
神
徳
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

る
。
天
御
中
主
神
と
産
霊
神
は
、「
造
化
の
元
首
に
ま
し
て
同
徳
に

ま
せ
る
が
如
し
」、
と
し
つ
つ
、
産
霊
神
に
比
し
て
、
天
御
中
主
神

の
事
跡
が
古
典
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
、
そ
の
理

由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

天
之
御
中
主
神
に
至
り
て
は
一
の
御
言
語
お
よ
ひ
御
行
跡
の
か

く
あ
り
し
と
世
に
伝
ふ
る
こ
と
な
し
た
ゞ
造
化
の
元
首
と
ま
す

こ
と
を
知
る
の
み
な
り
こ
れ
二
柱
の
神
と
甚
く
異
に
ま
し
て
人

の
言
語
を
以
て
世
に
伝
ふ
へ
き
御
言
行
の
ま
す
に
あ
ら
ざ
る
故

あ
る
べ
し
何
事
も
後
の
世
人
の
か
に
か
く
と
言
ひ
と
い
ひ
思
ひ

と
思
ふ
百
千
の
こ
と
を
幾
百
千
積
む
と
も
天
之
御
中
主
神
の
神

徳
を
解
き
得
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
し
る
へ
し
（『
神
宮
教
会
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要
旨
』
第
二
巻
二
丁
ウ
ー
三
丁
オ
）

　

こ
の
よ
う
に
天
御
中
主
神
の
事
跡
は
、「
人
の
言
語
を
以
て
世
に

伝
」
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
が
理
解
し
え
な
い
神
徳
と
説
か
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
藤
井
は
、

造
化
の
元
首
は
天
御
中
主
神
に
ま
し
て
高
皇
産
霊
神
産
霊
神
の

神
は
其
神
徳
を
賛
け
て
天
地
日
月
神
人
万
物
を
鎔
造
し
給
ひ
し

も
の
な
り
其
証
と
す
へ
き
は
日
本
紀
に
高
皇
産
霊
尊
有
預
鎔
造

天
地
之
功
と
見
え
た
る
に
て
も
し
る
へ
し
惟
ふ
に
天
御
中
主
神

は
幽
中
の
幽
に
ま
し
て
す
べ
て
天
地
日
月
を
創
成
造
作
の
神
に

ま
し
現
に
あ
ら
は
れ
た
る
御
事
業
に
至
り
て
は
高
皇
産
霊
神
産

霊
神
の
御
し
わ
ざ
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
三
丁
オ
）

と
述
べ
、
産
霊
神
が
天
御
中
主
神
の
神
徳
を
賛
け
て
「
天
地
日
月
神

人
万
物
を
鎔
造
し
給
」
う
存
在
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
天
御
中

主
神
が
「
幽
中
の
幽
」
に
あ
っ
て
、「
天
地
日
月
を
創
造
成
作
」
し

た
存
在
で
あ
る
と
説
き
、
顕
界
に
お
け
る
「
御
事
業
」
を
す
べ
て
産

霊
神
の
神
徳
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
（
（（
（

。
次
に
藤
井
は
、「
天
神
造

化
」
に
よ
っ
て
、「
各
其
さ
ま
に
従
ひ
て
之
か
位
置
を
与
へ
給
へ
は

神
人
万
物
其
大
小
尊
卑
の
差
を
生
し
各
其
分
に
適
す
る
所
の
権
力
を

有
す
る
こ
と
を
得
る
に
至
る
（
（（
（

」
と
述
べ
、
こ
れ
を
「
幽
顕
分
界
」
の

論
へ
と
展
開
す
る
。
藤
井
は
、
幽
顕
に
つ
い
て
、

其
有
す
る
所
の
力
の
及
ふ
限
り
を
称
し
て
之
を
顕
と
い
ふ
其
力

の
及
ば
さ
る
所
を
名
つ
け
て
之
を
幽
と
い
ふ
各
其
位
置
を
定
め

其
権
力
を
有
す
こ
ゝ
に
お
い
て
は
じ
め
て
幽
顕
其
界
を
異
に
せ

り
小
と
卑
は
以
て
大
と
尊
を
測
る
へ
か
ら
す
終
に
見
る
へ
か
ら

す
聞
へ
か
ら
さ
る
に
至
る
こ
れ
其
界
の
わ
か
る
ゝ
初
め
な
り
人

は
必
す
神
界
の
こ
と
を
見
る
こ
と
能
は
す
幽
顕
の
差
あ
る
か
為

な
り
然
れ
ど
も
神
界
に
至
り
て
は
神
た
ち
み
な
御
言
あ
り
御
行

ひ
あ
り
彼
と
是
と
相
通
ず
べ
し
固
よ
り
神
と
神
と
の
上
に
て
は

共
に
顕
な
る
こ
と
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
け
し
然
れ
ど
も
猶
一

層
深
き
所
に
い
ま
す
造
化
の
神
の
御
上
に
対
し
て
は
直
に
御
言

と
ひ
を
な
し
給
ふ
こ
と
な
く
ま
た
御
所
行
を
倶
に
し
給
ふ
こ
と

な
し
幽
顕
の
差
あ
る
こ
と
今
の
世
吾
人
か
神
対
す
る
が
如
し
此

は
古
事
記
に
隠
身
の
神
を
あ
け
た
る
を
以
て
思
ひ
半
に
過
ん

（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
四
丁
ウ
ー
五
丁
オ
）

と
述
べ
る
。
顕
と
は
、「
其
有
す
る
所
の
力
の
及
ふ
限
り
」
を
指
し
、

幽
と
は
、「
其
力
の
及
ば
さ
る
所
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幽
界
は
、

「
神
人
万
物
其
大
小
尊
卑
の
差
」
の
た
め
に
、「
小
と
卑
」
は
「
大
と

尊
を
測
る
」
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、「
人
は
必
す
神
界
の
こ

と
を
見
る
こ
と
」
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
神
界
」

に
お
い
て
は
、「
神
た
ち
み
な
御
言
あ
り
御
行
」
が
あ
り
、
人
に
は

分
か
ら
な
い
幽
界
で
も
、「
神
と
神
と
の
上
に
て
は
共
に
顕
」
の
世

界
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
造
化
の
神
は
、「
一
層
深
き
所
に
い
ま
」
し
、

造
化
三
神
と
そ
れ
以
外
の
神
の
関
係
に
は
、「
直
に
御
言
と
ひ
を
な

し
給
ふ
こ
と
な
く
ま
た
御
所
行
を
倶
に
し
給
ふ
こ
と
な
し
」
と
あ
る
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よ
う
に
、
差
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

顕
幽
の
理
解
は
、
神
宮
教
院
時
代
の
教
説
と
は
大
き
く
異
な
る
理
解

で
あ
る
（
（（
（

。

　

以
上
の
神
観
と
世
界
観
を
前
提
と
し
て
、「
修
理
固
成
」
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
藤
井
は
、「
天
神
の
命
」
に
よ
っ
て

「
伊
奘
諾
尊
伊
奘
冉
尊
」
に
「
修
理
固
成
」
の
任
が
授
け
ら
れ
た
と

述
べ
る
。
さ
ら
に
藤
井
は
、「
天
神
の
命
」
に
よ
る
「
修
理
固
成
」

が
、「
国
土
経
営
の
一
事
に
あ
ら
す
」
と
注
意
を
促
し
（
（（
（

、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

二
柱
の
神
の
御
所
行
こ
れ
な
り
ま
つ
国
土
を
経
営
し
天
地
の
主

と
ま
す
へ
き
貴
の
御
子
を
は
し
め
海
川
山
野
草
木
水
火
風
土
の

諸
神
お
よ
ひ
万
物
を
生
給
ひ
衣
食
住
の
道
も
こ
ゝ
に
開
く
る
に

至
る
君
臣
父
子
の
倫
理
も
こ
ゝ
に
あ
ら
は
る
ゝ
に
至
る
経
世
の

大
訓
は
し
め
て
明
な
り
人
の
職
業
は
し
め
て
起
れ
り
こ
れ
を
約

す
る
時
は
漂
蕩
の
物
を
修
理
固
成
す
る
外
な
し
天
下
後
世
神
人

み
な
大
祖
の
神
の
か
ゝ
ふ
り
給
へ
る
神
勅
を
つ
ぐ
も
の
な
り
上

下
各
職
と
す
る
所
の
も
の
修
理
固
成
の
任
既
に
具
は
れ
り
（『
神

宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
五
丁
オ
ー
ウ
）

　

こ
こ
で
は
、「
伊
奘
諾
尊
伊
奘
冉
尊
」
の
「
修
理
固
成
」
に
よ
っ

て
、
国
土
が
つ
く
ら
れ
、「
天
地
の
主
」
が
生
ま
れ
、「
海
川
山
野
草

木
水
火
風
土
の
諸
神
」
と
「
万
物
」
が
生
成
さ
れ
、「
衣
食
住
」
の

道
が
開
け
、「
君
臣
父
子
の
倫
理
」
が
現
れ
、「
経
世
の
大
訓
」
が
明

ら
か
と
な
っ
て
、
人
の
職
業
も
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
理
解

が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
伊
奘
諾
尊
伊
奘

冉
尊
」
の
「
修
理
固
成
」
が
、
二
神
の
働
き
に
よ
っ
て
は
完
結
し
て

お
ら
ず
、「
天
下
後
世
神
人
」
全
て
が
「
修
理
固
成
」
の
神
勅
を
受

け
継
い
で
お
り
、「
上
下
各
職
」
の
中
に
「
修
理
固
成
の
任
」
が
備

わ
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
藤
井
は
、
人

の
職
業
を
「
修
理
固
成
」
と
い
う
事
業
の
一
環
の
中
で
位
置
づ
け
て

お
り
、
こ
れ
は
「
五
条
の
神
誡
」
の
「
家
業
」
の
註
釈
と
同
様
で
あ

る
。
さ
ら
に
藤
井
は
、

天
照
大
御
神
高
天
原
に
ま
し
て
天
地
の
間
に
照
臨
し
造
化
の
功

を
集
め
て
神
人
万
物
を
主
宰
し
給
ふ
（
中
略
）
天
照
大
御
神
の

命
以
て
斎
鏡
宝
祚
二
大
神
勅
を
垂
れ
て
皇
孫
尊
を
葦
原
中
国
の

顕
事
に
君
臨
せ
し
め
給
ひ
士
農
工
商
の
職
も
こ
ゝ
に
定
れ
る
こ

と
神
典
に
明
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
五
丁
ウ
）

と
述
べ
、
天
照
大
神
が
、「
斎
鏡
宝
祚
二
大
神
勅
（
（（
（

」
を
定
め
て
、「
皇

孫
尊
」
を
「
葦
原
中
国
」
に
君
臨
せ
し
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
士

農
工
商
の
職
」
が
確
定
し
た
と
説
き
、
天
照
大
神
に
よ
っ
て
「
修
理

固
成
」
の
一
環
た
る
職
業
が
定
め
ら
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

　

次
い
で
、「
惟
神
旨
」
の
第
二
章
「
皇
祖
高
皇
産
霊
神
天
照
大
御

神
の
皇
孫
に
神
器
を
授
け
て
天
宗
一
系
の
基
を
開
き
給
ひ
斯
民
を
治

め
給
ひ
し
本
教
の
原
由
を
詳
悉
す
」
へ
の
註
釈
を
取
り
上
げ
る
。
こ

こ
で
は
、
全
て
が
「
皇
国
々
体
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
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ず
、
藤
井
は
、
天
照
大
神
に
よ
る
天
孫
降
臨
に
つ
い
て
、

天
照
大
御
神
高
天
原
に
ま
し
て
豊
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
国

は
我
か
御
子
の
次
々
君
と
ま
す
べ
き
国
な
り
爾
皇
孫
尊
就
し
て

治
す
べ
し
さ
き
く
ま
し
ま
せ
宝
祚
の
隆
む
こ
と
天
壌
の
共
無
窮

な
る
べ
し
と
宣
給
ひ
て
宝
鏡
則
ち
八
咫
鏡
お
よ
ひ
天
叢
雲
剣
八

坂
瓊
曲
玉
を
賜
ひ
天
の
下
の
政
事
白
し
給
ふ
儀
式
神
を
祭
り
民

を
治
む
る
道
を
授
け
八
百
万
神
を
属
け
給
ひ
穀
物
を
初
め
御
水

に
至
る
ま
で
経
世
の
用
一
と
し
て
残
る
処
な
く
依
し
給
ひ
て
皇

孫
尊
を
天
降
し
給
へ
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
六
丁
オ
ー
ウ
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
天
照
大
神
に
よ
る
天
壌
無
窮
の
神
勅

に
よ
り
、「
皇
孫
尊
」
が
降
臨
す
る
際
、
三
種
の
神
器
と
と
も
に
、

「
天
の
下
の
政
事
白
し
給
ふ
儀
式
」
と
、「
神
を
祭
り
民
を
治
む
る

道
」
を
授
け
、「
八
百
万
神
を
属
」
け
て
、「
穀
物
を
初
め
御
水
に
至

る
」
ま
で
の
、「
経
世
の
用
」
を
全
て
授
け
た
の
で
あ
る
。
か
か
る

天
孫
降
臨
に
よ
っ
て
、「
皇
国
々
体
」
が
定
ま
っ
た
こ
と
は
、
次
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

我
天
宗
一
系
の
基
を
開
き
君
臣
の
名
分
を
定
め
国
政
の
策
略
を

制
し
給
へ
る
は
天
之
御
中
主
神
の
神
徳
に
よ
れ
る
こ
と
は
云
ま

く
も
更
に
産
霊
神
の
詔
に
よ
り
伊
奘
諾
尊
の
定
め
給
ひ
天
照
大

御
神
の
之
を
制
て
以
て
皇
孫
尊
に
授
け
諸
神
に
令
し
て
之
を
伝

へ
給
る
も
の
な
り
斎
鏡
宝
祚
の
二
大
厳
勅
則
ち
之
な
り
（『
神

宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
六
丁
ウ
）

　

天
孫
降
臨
に
よ
っ
て
「
天
宗
一
系
の
基
」
が
は
じ
ま
り
、「
君
臣

の
名
分
」
が
定
ま
っ
て
、「
国
政
の
策
略
（
（（
（

を
制
」
す
こ
と
、
つ
ま
り
、

国
家
の
規
律
が
定
ま
っ
た
の
は
、
天
御
中
主
神
の
神
徳
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、「
産
霊
神
」
の
「
詔
」
に
よ
り
、
伊
奘
諾
尊
が
定
め
、
天

照
大
神
が
「
皇
孫
尊
に
授
け
諸
神
に
令
し
て
之
を
伝
へ
」
た
の
が
、

「
斎
鏡
宝
祚
の
二
大
厳
勅
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
藤
井

は
、「
皇
国
々
体
」
が
海
外
各
国
と
は
、
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
論

じ
（
（（
（

、「
皇
国
臣
民
」
の
本
分
を
左
の
よ
う
に
論
ず
る
。

固
よ
り
己
の
身
体
は
独
己
の
も
の
に
あ
ら
ず
祖
先
の
身
体
な
り

祖
先
神
霊
恭
し
く
皇
祖
の
詔
を
以
て
天
皇
を
保
護
し
奉
る
職
を

奉
す
以
て
遺
体
に
及
ぶ
た
ゞ
一
時
君
臣
の
義
を
結
び
て
其
恩
に

報
ゆ
と
い
ふ
比
に
あ
ら
ず
人
或
は
己
を
潔
く
し
或
は
名
を
惜
み

て
国
に
報
ず
る
を
美
事
と
す
外
国
に
て
は
或
は
可
な
ら
ん
我
国

家
に
て
は
何
ぞ
一
身
の
美
事
の
み
と
す
べ
け
ん
や
い
か
ん
と
な

れ
ば
祖
先
よ
り
此
身
に
及
び
子
孫
に
至
る
ま
で
皇
室
に
尽
す
べ

き
大
義
名
分
既
に
定
ま
れ
り
天
皇
に
臣
事
し
国
民
の
義
務
を
尽

し
忠
誠
を
励
み
天
上
の
儀
式
に
習
ひ
て
人
倫
の
修
む
べ
き
道
に

従
ふ
こ
れ
一
身
の
志
操
を
立
る
の
み
に
あ
ら
ず
祖
先
に
代
り
子

孫
に
先
ん
し
て
勤
め
さ
る
へ
か
ら
さ
る
本
分
な
り
も
し
一
度
こ

の
本
分
を
誤
る
時
は
皇
祖
皇
霊
の
罪
人
た
る
は
云
を
待
ず
祖
先

に
不
孝
子
孫
に
不
慈
之
よ
り
大
な
る
は
な
し
（『
神
宮
教
会
要
旨
』

第
二
巻
七
丁
ウ
ー
八
丁
オ
）



神宮教の教説に関する一考察（武田）627

　

こ
こ
で
は
、
人
の
肉
体
が
自
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
祖
先
よ
り
授

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
祖
先
が
「
皇
祖
の

詔
を
以
て
天
皇
を
保
護
し
奉
る
職
を
奉
」
じ
て
き
た
と
い
う
理
解
を

前
提
と
し
、
皇
国
の
君
臣
の
関
係
が
「
一
時
君
臣
の
義
を
結
び
て
其

恩
に
報
ゆ
」
と
い
う
よ
う
な
外
国
の
君
臣
の
関
係
と
は
、
異
な
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
皇
国
が
「
祖
先
よ
り
此
身
に
及
び
子
孫

に
至
る
ま
で
皇
室
に
尽
す
べ
き
大
義
名
分
既
に
定
ま
れ
」
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
大
義
名
分
と
は
、「
斎
鏡
宝
祚
の
二
大
厳
勅
」
に
よ
っ

て
定
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
天
皇
に
臣
事
し
国
民
の
義

務
を
尽
し
忠
誠
を
励
み
天
上
の
儀
式
に
習
ひ
て
人
倫
の
修
む
べ
き
道

に
従
ふ
」
こ
と
を
、「
祖
先
に
代
り
子
孫
に
先
ん
し
て
勤
め
」
る
こ

と
が
「
皇
国
臣
民
」
の
本
分
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
惟
神
旨
」
の
第
三
章
「
人
を
し
て
大
倫
を
修
め
し
む

る
に
惟
神
の
大
道
を
以
て
し
幽
顕
の
神
理
を
究
窮
し
て
其
安
神
を
遂

け
し
む
是
そ
の
大
旨
な
り
」
の
註
釈
で
は
、
ま
ず
、

天
神
深
く
念
を
人
に
お
き
給
ふ
こ
れ
教
の
よ
つ
て
起
る
所
な
り

天
神
人
に
賦
す
る
に
至
誠
の
性
を
以
て
す
人
天
性
に
随
ひ
て
其

誠
実
無
妄
の
心
を
以
て
神
に
対
す
る
時
は
則
敬
と
な
り
君
に
対

す
る
時
は
則
忠
と
な
り
祖
に
対
す
る
時
は
則
孝
と
な
る
こ
の
心

の
誠
実
無
妄
な
る
も
の
則
惟
神
の
大
道
と
同
一
に
し
て
一
は
天

神
の
念
を
人
に
お
き
て
之
を
伝
へ
給
へ
る
も
の
な
り
一
は
天
神

の
賦
し
て
以
て
其
身
に
備
へ
し
め
給
へ
る
も
の
な
り
固
よ
り
一

に
し
て
二
に
あ
ら
ざ
る
な
り
（『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
三
巻
一
丁
オ
）

と
あ
っ
て
、「
教
」
が
、「
天
神
」
の
人
に
付
与
し
た
「
至
誠
の
性
」

に
よ
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
の
「
至
誠
の
性
」
で
あ
る
「
天
性
」

に
従
っ
た
「
誠
実
無
妄
の
心
」
に
よ
っ
て
、
神
に
対
す
る
時
、
そ
れ

は
「
敬
」
で
あ
り
、
君
に
対
す
る
時
「
忠
」
と
な
り
、
祖
先
に
対
す

る
時
「
孝
」
と
な
る
。
こ
の
「
誠
実
無
妄
の
心
」
こ
そ
、「
惟
神
の

大
道
」
で
あ
っ
て
「
天
神
」
に
よ
っ
て
、
人
の
「
身
に
備
へ
し
め
給

へ
る
も
の
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
教
」
の
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、
藤
井
は
、「
幽
顕

の
神
理
を
究
窮
し
て
其
安
神
を
遂
け
し
む
」
を
解
釈
し
て
い
く
。
こ

こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、「
修
祓
」「
鎮
魂
」「
主
宰
分
掌
」「
神
魂
帰

天
」
の
「
四
神
理
」
で
あ
る
。

　
「
修
祓
」
と
は
、
人
の
「
心
裏
の
穢
悪
を
祓
ひ
幽
罪
を
清
め
て
天

神
の
冥
助
を
蒙
る
」
よ
う
に
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
修

祓
」
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
人
が
、「
忠
誠
の
本
分
を
尽
す
に
意
な
」

く
、「
所
行
道
に
悖
り
世
を
害
」
す
る
行
為
に
、「
天
神
」
が
、「
怒

り
を
発
し
給
」
い
、「
其
身
に
幸
福
を
得
て
人
道
を
尽
す
」
こ
と
が

出
来
な
い
状
況
か
ら
の
救
い
と
し
て
「
修
祓
」
を
位
置
づ
け
て
い
る

た
め
で
あ
る
（
（（
（

。

　
「
鎮
魂
」
と
は
、「
天
神
の
人
に
賦
す
る
霊
性
の
活
用
」
の
こ
と
で

あ
り
、「
神
典
に
伝
ふ
」
る
「
荒
魂
和
魂
幸
魂
奇
魂
」
を
「
中
府
に

鎮
め
て
其
活
用
を
全
か
ら
し
め
」
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
荒
魂
和
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魂
幸
魂
奇
魂
」
は
、「
各
無
限
の
能
力
を
有
」
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
之
を
偏
に
す
る
時
は
他
の
活
は
離
遊
し
て
或
は
な
き
に
垂
ん
と
す

る
に
至
る
」
為
、
鎮
魂
の
儀
式
が
重
要
と
な
る
（
（（
（

。

　
「
主
宰
分
掌
」
は
、
造
化
三
神
が
、
幽
か
ら
顕
の
「
主
宰
を
し
て

之
を
掌
ら
し
め
」
る
事
を
定
め
た
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
天

照
大
御
神
八
百
万
神
に
上
首
と
」
な
り
、「
皇
孫
尊
天
益
人
に
君
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　
「
神
魂
帰
天
」
は
、
人
の
死
後
「
神
魂
」
が
天
に
帰
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
藤
井
は
、「
神
魂
帰
天
」
の
神
理
を
説
明
す
る
よ
り

も
、
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

危
難
災
厄
或
は
不
時
に
い
か
な
る
事
の
起
る
こ
と
あ
り
と
も
為

に
疑
惑
を
生
じ
正
理
に
悖
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
死
生
の
理
に

お
い
て
疑
貳
を
容
る
ゝ
こ
と
な
く
人
生
泰
山
の
安
き
が
如
し
幽

顕
に
亘
り
て
其
本
分
を
尽
す
こ
と
を
得
べ
し
『
神
宮
教
会
要

旨
』
第
三
巻
三
丁
オ
ー
ウ

　

即
ち
、「
危
難
災
厄
」
が
突
然
起
こ
る
こ
と
に
対
し
、「
疑
惑
を
生

じ
正
理
に
悖
」
っ
て
は
な
ら
ず
、「
死
生
の
理
」
に
「
疑
貳
を
容
」

れ
な
け
れ
ば
、「
幽
顕
に
亘
り
て
其
本
分
を
尽
す
こ
と
」
が
可
能
と

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
三
条
教
則
」
と
「
五
条
の

神
誡
」
へ
の
註
釈
を
踏
ま
え
る
と
、
人
は
、「
顕
世
」
で
は
天
皇
に
、

「
幽
世
」
で
は
天
照
大
神
に
仕
え
、「
無
慮
の
幸
福
を
賜
る
」
為
に
本

分
を
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
藤
井
は
、
造
化
三
神

に
よ
っ
て
「
天
地
日
月
神
人
万
物
」
が
「
鎔
造
」
さ
れ
、「
幽
顕
」

が
定
ま
り
、
顕
を
「
其
有
す
る
所
の
力
の
及
ふ
限
り
」、
幽
を
「
其

力
の
及
ば
さ
る
所
」
と
解
釈
す
る
。
そ
の
た
め
人
は
、
幽
界
の
こ
と

を
知
覚
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
造
化
三
神
に
と
っ
て
幽

は
、
全
て
顕
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
神
観
と
世
界
観
を
前
提
と
し
つ

つ
、「
修
理
固
成
」
に
よ
っ
て
、
国
土
や
、
天
照
大
神
を
は
じ
め
と

す
る
諸
神
万
物
が
生
成
さ
れ
、
人
の
職
業
も
「
修
理
固
成
」
か
ら
は

じ
ま
り
、
職
業
を
勤
め
る
こ
と
は
、「
修
理
固
成
」
に
参
与
す
る
こ

と
と
述
べ
る
。
こ
の
「
修
理
固
成
」
の
展
開
に
よ
っ
て
「
斎
鏡
宝
祚

の
二
大
厳
勅
」
が
定
ま
っ
て
国
体
が
確
定
し
、
そ
の
中
で
「
天
皇
に

臣
事
し
国
民
の
義
務
を
尽
し
忠
誠
を
励
み
天
上
の
儀
式
に
習
ひ
て
人

倫
の
修
む
べ
き
道
に
従
」
う
こ
と
が
「
皇
国
臣
民
」
の
本
分
と
な
っ

た
と
理
解
す
る
。
さ
ら
に
、
藤
井
は
、「
天
神
」
の
人
に
付
与
し
た

「
至
誠
の
性
」
で
あ
る
「
天
性
」
に
従
っ
た
「
誠
実
無
妄
の
心
」
を
、

「
教
」
と
定
義
し
、「
修
祓
」
に
よ
っ
て
、
人
の
「
心
裏
の
穢
悪
を
祓

ひ
幽
罪
を
清
め
て
天
神
の
冥
助
を
蒙
る
」
よ
う
に
し
、「
鎮
魂
」
に

よ
っ
て
、「
天
神
の
人
に
賦
す
る
霊
性
」
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
皇
国
臣
民
」
の
本
分
を
尽
す
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
る
。
そ

し
て
、
造
化
三
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
主
宰
分
掌
」
の
「
神

理
」
を
踏
ま
え
、
人
は
「
顕
世
」
で
は
天
皇
に
、「
幽
世
」
で
は
天

照
大
神
に
仕
え
、「
無
慮
の
幸
福
を
賜
る
」
為
に
「
皇
国
臣
民
」
の
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本
分
を
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
か
ら
「
惟
神
旨
三
章
」
に
お
け
る
教
説
の
目
的
と
は
、
皇
国
臣
民

の
本
分
を
尽
す
必
要
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
教
説
上
の
前
提
に
、
独
自
の
「
幽
顕
」、「
修
理
固
成
」
の
理
解

を
展
開
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
「
皇
国
臣
民
」
の
本
分
を
尽
す
と
い

う
現
実
の
行
動
に
関
す
る
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

藤
井
稜
威
が
『
神
宮
教
会
要
旨
』
に
お
い
て
展
開
し
た
「
三
条
教

則
」、「
五
条
の
神
誡
」、「
惟
神
旨
三
章
」
を
基
と
す
る
教
説
の
内
、

「
惟
神
旨
三
章
」
に
お
け
る
教
説
の
み
が
、
後
に
『
神
宮
教
立
教
大

意
述
義
』
と
し
て
、
神
宮
教
の
中
心
的
な
教
説
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
く
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
藤
井
の
教
説
は
、「
三

条
教
則
」
と
「
五
条
の
神
誡
」
で
は
、
造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
教

説
の
中
心
に
位
置
づ
け
、
造
化
三
神
と
天
照
大
神
へ
の
信
仰
に
現
世

の
栄
誉
と
死
後
の
安
心
を
関
連
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

関
係
性
は
、「
惟
神
旨
三
章
」
に
お
け
る
教
説
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
造
化
三
神
側
に
多
少
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
も
の

の
、
ほ
ぼ
神
宮
教
院
時
代
の
教
説
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
惟
神
旨
三
章
」
の
註
釈
に
お
い
て
は
、
神
宮
教
院
時
代

の
教
説
と
は
異
な
る
「
幽
顕
」、「
修
理
固
成
」
の
理
解
と
「
皇
国
臣

民
」
の
本
分
を
尽
す
と
い
う
目
的
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

神
宮
教
院
時
代
の
教
説
か
ら
神
宮
教
の
教
説
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た

際
、
死
後
の
問
題
よ
り
も
、
民
衆
に
「
皇
国
臣
民
」
と
し
て
の
本
分

を
い
か
に
尽
さ
せ
る
の
か
と
い
う
現
実
の
行
動
に
重
点
を
置
い
た
課

題
が
浮
上
し
て
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
展
開
を
後

の
神
宮
教
か
ら
神
宮
奉
斎
会
へ
と
い
う
「
宗
教
」
か
ら
非
「
宗
教
」

的
な
団
体
へ
の
移
行
と
い
う
文
脈
か
ら
考
慮
し
た
と
き
、
こ
れ
ま
で

述
べ
た
よ
う
な
神
宮
教
に
お
け
る
現
実
の
行
動
を
協
調
す
る
教
説
は
、

神
宮
教
が
非
「
宗
教
」
化
を
遂
げ
る
際
の
教
説
的
背
景
と
な
っ
た
と

理
解
さ
れ
る
。

　

翻
っ
て
、
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
る
祭
教
分
離
と

い
う
視
点
か
ら
神
宮
教
の
教
説
を
み
る
と
、
神
宮
教
に
お
い
て
は
、

教
派
神
道
化
、
即
ち
、「
宗
教
」
化
が
教
説
に
も
た
ら
し
た
意
義
は

さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
神
宮
教
院
時
代
の

方
が
明
ら
か
に
「
宗
教
」
を
意
識
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
初
年

の
神
宮
の
教
化
活
動
を
推
進
し
た
浦
田
長
民
は
、『
大
道
本
義
』
に

お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
に
擬
え
つ
つ
『
大
道
本
義
』
の
位
置

づ
け
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
書
則
成
二
於
人
智
已
開
之
後
一、
而
二
子
（
筆
者
註
―
本
居
宣
長

と
平
田
篤
胤
）
之
書
、
則
成
二
於
人
智
未
開
之
時
一、
試
以
二
「
耶

蘇
」
一
言
レ
之
、
則
二
子
之
書
猶
二
旧
教
一
也
、
彼
既
有
二
旧
新
二

教
一、
則
我
亦
不
レ
能
レ
無
三
此
書
與
二
二
子
之
書
一、
彼
旧
教
固
不

レ
得
レ
拒
二
新
教
之
出
一、
而
新
教
亦
非
三
故
立
二
異
於
旧
教
一、
則
我
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雖
レ
有
二
二
子
之
書
一、
不
レ
能
三
使
レ
二
余
黙
止
一、
余
亦
非
三
故
立
二

異
於
二
子
之
書
一、
是
何
哉
、
良
以
二
其
時
勢
之
不
一
レ
同
也
（
大

道
本
義
』
下
巻
、
五
十
七
丁
オ
ー
ウ
）

　

要
す
る
に
、
本
居
宣
長
・
平
田
篤
胤
の
時
代
と
は
人
智
未
開
の
時

で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
え
ば
、「
旧
教
」
に
あ
た
る
と
し
、

『
大
道
本
義
』
を
、
人
智
が
開
か
れ
て
か
ら
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
「
新
教
」
に
あ
た
る
と
す
る
。
そ
し

て
、「
本
居
・
平
田
の
教
え
を
中
心
と
し
た
神
道
（
（（
（

」
理
論
を
超
え
る

神
道
理
論
を
構
築
す
る
た
め
に
『
大
道
本
義
』
を
著
し
た
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
『
大
道
本
義
』
の
特
徴
を
西
川
順
土
は
、

「
神
道
理
論
は
変
化
し
て
当
然
と
い
う
考
方
を
示
し
、
そ
の
妥
当
を

示
す
根
拠
を
キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
に
求
め
て
い
る
（
（（
（

。」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
『
大
道
本
義
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
そ
れ

を
受
容
す
る
に
せ
よ
、
否
定
す
る
に
せ
よ
、
か
な
り
重
視
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、『
神
宮
教
会
要
旨
』
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な

ど
の
他
宗
教
を
意
識
し
た
言
説
は
神
宮
教
の
教
説
を
他
宗
教
に
優
越

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
言
及
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
の
、
具

体
的
な
他
宗
教
の
教
義
・
教
説
を
背
景
と
し
て
教
説
を
展
開
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
は
見
出
せ
な
い
。
よ
っ
て
神
宮
教
を
教
説
面
か
ら
み
た

と
き
、
明
治
十
五
年
の
祭
教
分
離
に
よ
る
「
宗
教
」
化
が
神
宮
教
に

も
た
ら
し
た
意
義
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（1
）　

神
宮
教
院
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
河
野
省
三
『
宮
川
随

筆
』（
神
宮
文
庫
、
昭
和
三
十
七
年
）
阪
本
健
一
「
明
治
初
期
に

お
け
る
神
宮
の
教
化
運
動
」、「
神
宮
の
御
改
革
と
大
教
宣
布
運
動
」

（『
明
治
神
道
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
十
八
年
）、
岡

田
米
夫
編
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』（
東
京
大
神
宮
、
昭
和
三
十

五
年
）、
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」（『
明
治
維
新

神
道
百
年
史
』
第
四
巻
所
収
、
神
道
文
化
会
、
昭
和
四
十
三
年
）

等
が
あ
る
。
ま
た
、
西
川
順
土
「
神
宮
教
院
の
教
育
」（『
近
代
の

神
宮
』、
神
宮
文
庫
、
昭
和
六
十
三
年
）
も
神
宮
教
院
を
考
え
る

上
で
必
須
の
研
究
で
あ
る
。

（
2
）　

前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
は
、
神
宮
教
に
関
わ
る
史

料
や
動
向
を
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
神
宮
教
を
考
え
る
上
で
最

も
基
礎
的
な
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
3
）　

前
掲
、
久
保
田
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
は
、
明
治
五
年
に

設
立
し
た
神
宮
教
院
か
ら
神
宮
教
・
神
宮
奉
斎
会
を
経
て
、
神
社

本
庁
へ
発
展
的
解
消
を
遂
げ
る
ま
で
の
期
間
を
、
通
史
的
に
論
じ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
題
目
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
宮

教
時
代
に
関
し
て
多
く
を
論
じ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
教
説
に
つ

い
て
も
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
4
）　
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、
神
宮
教
時
代
の
史

料
は
、
日
比
谷
大
神
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
に

よ
る
火
災
に
よ
っ
て
全
て
焼
失
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
東
京
大
神

宮
沿
革
史
』
二
一
頁
を
参
照
。

（
5
）　

神
宮
教
は
そ
の
成
立
事
情
か
ら
、
教
派
神
道
の
一
つ
と
し
て
考
え

ら
れ
る
が
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
財
団
法
人
神
宮
奉

斎
会
へ
と
改
組
し
た
。
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（
6
）　

菅
浩
二
「
日
清
戦
争
期
の
神
宮
教
と
海
外
神
社
―
台
湾
神
社
初
代

宮
司
・
山
口
透
の
生
涯
（
前
）
―
」、「
台
湾
神
社
の
四
十
五
年
間

―
台
湾
神
社
初
代
宮
司
・
山
口
透
の
生
涯
（
後
）
―
」（
共
に
『
日

本
統
治
下
の
海
外
神
社
―
朝
鮮
神
宮
・
台
湾
神
社
と
祭
神
―
』
所

収
、
弘
文
堂
、
平
成
十
六
年
）、
齊
藤
智
朗
「
帝
国
憲
法
成
立
期

に
お
け
る
祭
教
分
離
論
」（
阪
本
是
丸
編
『
国
家
神
道
再
考
』
所
収
、

弘
文
堂
、
平
成
十
八
年
）、
黒
田
宗
篤
『
宮
地
巌
夫
研
究
一
―
そ

の
半
生
に
つ
い
て
―
』（
玉
廼
舎
塾
、
平
成
二
十
三
年
）、
拙
稿

「
神
宮
教
の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
國
學
院
大

學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
四
、
平
成
二
十
四

年
）。

（
7
）　

神
宮
教
に
関
わ
っ
た
主
要
な
人
物
と
し
て
は
、
神
宮
奉
斎
会
の
初

代
会
長
を
務
め
た
藤
岡
好
古
や
、
二
代
会
長
で
あ
る
神
田
息
胤
、

三
代
会
長
の
篠
田
時
化
雄
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
8
）　

藤
井
稜
威
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、「
藤
井
稜
威
大
人
略
伝
」（『
藤

井
稜
威
大
人
拾
年
祭
歌
集
』
所
収
、
神
宮
奉
斎
会
広
島
本
部
、
明

治
四
十
二
年
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
藤
井
の
弟
は
、
賀
茂
真
淵

の
家
を
継
ぎ
、
明
治
四
十
二
年
か
ら
昭
和
十
三
年
ま
で
の
約
三
十

年
に
わ
た
っ
て
靖
國
神
社
宮
司
を
務
め
た
賀
茂
百
樹
で
あ
る
。
藤

田
大
誠
「
国
家
神
道
と
靖
國
神
社
に
関
す
る
一
考
察
―
神
社
行
政

統
一
の
挫
折
と
賀
茂
百
樹
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
國
學
院
大

學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
一
、
平
成
十
九
年
）
を

参
照
。

（
9
）　

尚
、
明
治
十
七
年
八
月
に
は
教
導
職
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、

こ
れ
以
後
は
神
宮
教
の
職
制
と
な
る
。

（
10
）　

祭
神
論
争
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貞
文
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
）、
原
武
史
『〈
出
雲
〉
と
い
う

思
想
―
近
代
日
本
の
抹
殺
さ
れ
た
神
々
―
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
〇
一
年
）、
藤
田
大
誠
「
明
治
期
の
祭
政
一
致
論
・
国
民
教

導
と
祭
教
学
分
離
―
主
斎
神
の
変
遷
と
皇
典
講
究
所
の
創
立
―
」

（『
近
代
国
学
の
研
究
』
所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
十
九
年
）
等
を
参

照
。

（
11
）　
『
神
宮
司
庁
公
文
類
纂
』
所
収
。
本
稿
で
は
、
前
掲
、
久
保
田
「
神

宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
に
拠
っ
た
。
四
二

―
四
三
頁
。
尚
、
本
稿
で
の
神
名
表
記
は
、
引
用
で
の
表
記
を
除

い
て
、
原
則
『
日
本
書
紀
』
の
表
記
に
従
っ
て
い
る
。

（
12
）　

田
中
頼
庸
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
か
ら
神
宮
大
宮
司
と
な

り
、
明
治
十
五
年
に
神
宮
を
辞
し
て
神
道
神
宮
派
管
長
と
な
っ
た
。

明
治
二
十
六
年
に
神
宮
教
管
長
を
辞
任
、
明
治
三
十
年
に
歿
し
て

い
る
。
二
宮
岳
南
『
田
中
頼
庸
先
生
』（
鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵
）、

井
上
順
孝
編
『
近
代
日
本
の
宗
教
家
一
〇
一
』（
新
書
館
、
二
〇
〇

七
年
）、
戸
浪
裕
之
「
田
中
頼
庸
の
神
道
観
―
『
三
条
演
義
』（
河

野
博
士
記
念
室
所
蔵
）
を
中
心
に
―
」（『
國
學
院
大
學
伝
統
文
化

リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
一
、
平
成
二
十
一
年
）、
拙
稿

「
田
中
頼
庸
の
教
化
思
想
と
神
道
論
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発

推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
四
、
平
成
二
十
一
年
）
等
を
参
照
。

（
13
）　

前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
四
二
頁
。

（
14
）　

前
掲
、
同
、
四
六
頁
。

（
15
）　

尚
、
明
治
十
五
年
十
一
月
に
は
、
神
宮
教
へ
と
改
称
し
て
い
る
。

（
16
）　

前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』、
五
〇
頁
。

（
17
）　

前
掲
、
同
。

（
18
）　

前
掲
、
同
、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
19
）　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
竹
内
拙
三
編
『
神
道
教
規
大
全
（
改

正
）』（
報
行
社
、
明
治
二
十
九
年
）
所
収
「
神
宮
教
教
規
」
二
八



632明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 50 号〕平成 25 年 11 月

五
頁
。

（
20
）　

当
時
、
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
は
、
財
政
面
で
か
な
り
窮
迫
し
た

状
況
に
あ
っ
た
。『
國
學
院
大
學
百
年
史
』（
國
學
院
大
學
、
平
成

六
年
）
上
巻
、
二
四
四
―
二
四
五
頁
を
参
照
。

（
21
）　

前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
八
四
頁
。

（
22
）　

例
え
ば
、
神
宮
教
々
校
の
卒
業
生
に
は
、
卒
業
試
験
の
成
績
に
応

じ
、
相
応
の
学
階
が
授
与
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
、
拙
稿
「
神
宮
教

の
組
織
と
活
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
國
學
院
大
學
伝
統
文

化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
四
、
平
成
二
十
四
年
）
三
〇

四
―
三
〇
五
頁
。

（
23
）　

前
掲
、
菅
「
日
清
戦
争
期
の
神
宮
教
と
海
外
神
社
―
台
湾
神
社
初

代
宮
司
・
山
口
透
の
生
涯
（
前
）
―
」、
小
川
原
正
道
『
近
代
日

本
の
戦
争
と
宗
教
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
等
を
参
照
。

（
24
）　

前
掲
、
岡
田
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
九
三
―
九
四
頁
。

（
25
）　

前
掲
、
同
、
九
五
―
九
七
頁
。

（
26
）　
『
教
林
』
第
三
号
（
明
治
二
十
六
年
九
月
）
五
五
頁
。
尚
、
本
稿

で
は
、
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
附
属
近
代
日
本
法

制
史
料
セ
ン
タ
ー
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
所
蔵
の
も
の
を
参
照
し
た
。

（
27
）　

前
掲
、
同
、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
28
）　

藤
井
稜
威
『
神
宮
教
会
要
旨
』（
明
治
十
七
年
）。
本
稿
で
は
、
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
資
料
の
引
用

に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
正
体
字
・
異
体
字
・
合

字
等
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
訂
正
し
た
。

（
29
）　
『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
』（
神
宮
教
々
校
、
明
治
二
十
七

年
）
に
は
、『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
』（
神
宮
教
々
校
、
明
治
二

十
六
年
）
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

明
治
十
六
年
の
こ
ろ
神
宮
教
立
教
大
意
を
解
き
て
、
神
宮
教

会
要
旨
の
第
二
、
三
の
巻
と
し
、
な
ほ
其
解
を
委
し
く
せ
ん

と
て
、
四
説
、
四
神
理
の
八
題
を
作
り
た
り
、
又
同
十
八
年

八
月
十
日
よ
り
、
二
十
日
の
間
、
広
島
本
部
に
て
、
各
教
師

を
集
め
、
講
究
せ
し
時
講
義
せ
し
其
書
取
を
教
導
職
必
携
、

ま
た
教
旨
と
い
ひ
て
、
修
徳
雑
誌
に
掲
げ
、
後
に
神
宮
教
と

称
ふ
一
冊
と
な
せ
る
も
の
も
あ
り
、
今
年
神
宮
教
々
校
に
て
、

教
典
を
講
明
す
る
為
に
と
て
、
ち
り
〴
〵
に
な
れ
る
も
の
ど

も
を
と
り
あ
へ
ず
、
集
め
き
て
、
こ
と
多
く
て
文
詞
の
と
り

〴
〵
な
る
を
も
正
し
あ
へ
ず
、
こ
ゝ
に
題
名
を
作
り
、
本
編

を
な
し
つ
、
心
厚
き
人
は
、
思
漏
ら
し
つ
る
こ
と
ゞ
も
を
、

よ
く
訂
し
給
ひ
て
よ
（『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
』

一
頁
。）

（
30
）　
『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
』
は
、
そ
の
題
名
か
ら
察
す
る
に
、

『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
乙
』
も
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

管
見
の
限
り
で
は
、
確
認
出
来
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
ま
た
、『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
詳
解
甲
』
の
内
容
は
『
神

宮
教
立
教
大
意
述
義
』
の
用
語
に
関
す
る
詳
細
な
註
釈
で
あ
る
。

（
31
）　

神
宮
教
院
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
河
野
『
宮
川
随
筆
』、

前
掲
、
阪
本
「
明
治
初
期
の
神
宮
の
教
化
活
動
」、
前
掲
、
久
保

田
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」、
拙
稿
「
明
治
初
期
神
宮
教
院

に
お
け
る
教
化
と
教
説
―
教
説
書
の
検
討
を
中
心
に
―
」（『
國
學

院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
三
号
（
第

二
分
冊
）、
平
成
二
十
三
年
）
等
を
参
照
。

（
32
）　
『
神
教
綱
領
』
は
、
明
治
六
年
七
月
に
出
版
さ
れ
た
文
献
で
、
著

者
は
神
宮
祭
主
を
務
め
た
近
衛
忠
房
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
神
教

綱
領
演
義
』
の
序
文
に
浦
田
長
民
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
近

衛
忠
房
は
本
書
を
上
梓
す
る
以
前
に
死
去
し
た
為
、
長
民
が
手
を
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加
え
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、「
敬
二
事
天

神
一
」、「
愛
二
念
国
土
一
」、「
順
二
人
倫
之
道
一
」、「
祭
二
祀
祖
先
一
」、

「
各
効
二
其
職
一
」、「
莫
レ
作
二
不
善
一
」
を
綱
領
と
し
て
示
し
て
い
る
。

『
神
教
綱
領
演
義
』
は
、
山
口
起
業
に
よ
る
『
神
教
綱
領
』
の
註

釈
書
で
あ
り
、
出
版
の
理
由
は
、
漢
文
体
で
書
か
れ
難
解
で
あ
っ

た
『
神
教
綱
領
』
を
平
易
に
解
説
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
尚
、
本

稿
で
参
照
し
た
『
神
教
綱
領
』
と
『
神
教
綱
領
演
義
』
は
、
い
ず

れ
も
國
學
院
大
學
河
野
省
三
博
士
記
念
文
庫
（
以
下
、
河
野
文
庫

と
略
す
。）
所
蔵
（
目
録
番
号
三
〇
六
五
・
三
〇
六
六
）
の
も
の

で
あ
る
。

（
33
）　

前
掲
、
拙
稿
「
明
治
初
期
神
宮
教
院
に
お
け
る
教
化
と
教
説
―
教

説
書
の
検
討
を
中
心
に
―
」
を
参
照
。

（
34
）　

明
治
二
十
八
年
、
神
宮
教
で
は
、「
神
判
紀
実
以
下
霊
祭
式
に
至

る
ま
で
の
十
一
書
の
板
木
千
十
三
枚
」
を
、
金
二
百
円
に
て
購
入

し
て
い
る
。
前
掲
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
八
一
―
八
二
頁
。

（
35
）　
『
神
教
綱
領
』、『
神
教
綱
領
演
義
』
に
お
け
る
「
天
神
」
と
は
、

造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
指
す
。

（
36
）　
『
神
道
摘
要
』
に
つ
い
て
は
、
河
野
文
庫
所
蔵
（
目
録
番
号
三
〇

七
八
）
を
参
照
し
た
。

（
37
）　

前
掲
、『
神
宮
教
院
大
成
』
五
一
頁
。

（
38
）　

こ
こ
に
い
う
他
の
神
々
と
は
、
造
化
三
神
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那

美
の
二
神
、
豊
受
大
神
、
大
国
主
神
と
産
土
神
を
指
す
。
尚
、
造

化
三
神
の
神
徳
と
は
、「
此
天
と
地
と
此
通
に
わ
か
れ
た
」
こ
と

で
あ
り
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
二
神
の
神
徳
と
は
、「
国
土
、

ま
た
万
の
物
を
此
通
に
成
し
と
ゝ
の
へ
」
た
こ
と
に
あ
る
。
豊
受

大
神
の
神
徳
は
、「
万
の
食
物
、
ま
た
衣
類
住
家
を
、
御
さ
づ
け

下
さ
れ
、
御
守
下
さ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
大
国
主
神
と
産
土
神
の

神
徳
が
、「
人
の
目
に
見
え
ぬ
所
に
御
座
な
さ
れ
て
、
人
の
行
ひ

を
御
覧
な
さ
れ
、
其
ほ
ど
〳
〵
に
、
御
守
下
さ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
、
水
や
火
、
土
、
風
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
神

徳
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
凡
万
の
物
、
一
と
し
て
、

神
さ
ま
の
御
恩
の
外
の
物
は
な
し
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（『
神
道
摘
要
』
一
丁
オ
ー
二
丁
オ
。）

（
39
）　
『
神
道
摘
要
』、
四
丁
オ
ー
五
丁
オ
。

（
40
）　

前
掲
、
同
、
五
丁
オ
。

（
41
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
首
巻
に
所
収
。
尚
、『
神
宮
教
会
要
旨
』
で
は
、

「
神
宮
教
祭
神
大
意
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
神
宮
教
会

要
旨
』
出
版
当
時
に
、
神
宮
教
が
成
立
し
て
い
た
た
め
、
名
称
を

変
更
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
神
宮
教
会
祭
神
大
意
」

の
成
立
年
代
は
明
確
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
は
、
祭
神
論
争
が
決

着
し
、
神
宮
教
会
の
祭
神
が
天
照
大
神
一
神
へ
と
規
定
さ
れ
た
明

治
十
四
年
九
月
頃
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
42
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
三
巻
に
所
収
。

（
43
）　

前
掲
、
同
、
四
丁
ウ
。

（
44
）　
「
五
条
の
神
誡
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
現
状
不
明
で
あ
る
が
、

明
治
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
神
宮
教
院
の
教
説
書
『
教
会
要
旨
』
に
、

「
三
条
の
教
憲
、
五
条
の
神
誡
の
大
略
な
り
」
と
あ
る
為
、
明
治

六
年
七
月
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
増
補
大
神
宮
叢

書
一
九
『
神
宮
教
院
大
成
』（
神
宮
司
廳
、
平
成
二
十
四
年
）
一

〇
〇
頁
を
参
照
。

（
45
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
一
丁
オ

（
46
）　

こ
こ
に
い
う
「
天
神
」
と
は
、「
神
宮
教
会
祭
神
の
説
」
か
ら
窺

わ
れ
る
よ
う
に
、
造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
47
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
一
巻
二
丁
オ
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（
48
）　

前
掲
、
同
、
四
丁
ウ

（
49
）　

明
治
八
年
に
神
宮
教
院
よ
り
出
版
さ
れ
た
山
口
起
業
『
神
宮
教
院
人
身
三

要
論
』（
河
野
文
庫
所
蔵
、
目
録
番
号
三
〇
七
六
）
に
は
、
祓
の

詞
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
が
消
滅
し
、
人
の
霊
魂
が
天
国
へ

と
赴
く
こ
と
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

天
下
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
の
過
ち
て
犯
し
た
罪
で
、
根
国

へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
を
御
祓
ひ
清
め
下
さ
れ
、
唯
罪
ば
か
り

を
底
国
に
お
は
ら
ひ
な
さ
れ
、
神
魂
は
天
国
に
お
む
か
へ
下

さ
る
ゝ
為
に
な
し
下
さ
る
ゝ
事
で
あ
る
、
是
を
お
も
へ
ば
何

と
も
申
上
や
う
の
な
い
、
御
慈
悲
深
い
難
有
い
訳
で
は
ご
ざ

ら
ぬ
か
（『
神
宮

教
院
人
身
三
要
論
』
四
丁
ウ
）

（
50
）　

他
に
、
藤
井
稜
威
は
、
古
典
に
記
さ
れ
た
造
化
三
神
の
神
徳
を
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

天
地
日
月
を
鎔
造
し
神
人
万
物
を
化
育
し
給
ひ
し
と
云
は
天

御
中
主
神
は
原
質
を
創
生
化
造
し
産
霊
神
は
万
物
を
鎔
造
化

育
し
給
へ
る
こ
と
を
か
く
文
を
対
し
て
成
せ
る
な
り
（『
神

宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
四
丁
オ
）

（
51
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
四
丁
オ
ー
ウ
。

（
52
）　

明
治
十
年
に
神
宮
教
院
よ
り
出
版
さ
れ
た
浦
田
長
民
『
大
道
本
義
』

（
河
野
文
庫
所
蔵
、
目
録
番
号
三
〇
七
七
）
下
巻
の
第
一
章
「
論
二

幽
界
之
理
一
」
で
は
、
出
雲
大
社
を
幽
界
の
一
小
廷
と
し
、
幽
界

の
大
廷
と
し
て
、
高
天
原
と
根
底
国
を
あ
げ
、
根
底
国
も
高
天
原

の
統
轄
を
受
け
る
と
し
、
全
て
が
天
照
大
神
の
統
轄
下
に
置
か
れ

る
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

地
球
上
無
二
処
不
一
レ
有
二
幽
界
一、
各
地
産
土
神
所
レ
鎮
、
神
庁

之
所
レ
在
也
、
而
其
総
二
管
之
一
者
為
二
出
雲
大
社
一、
故
地
球

万
国
之
神
、
皆
以
レ
時
会
二
議
於
此
一
云
、
然
是
得
幽
界
之
一

小
廷
耳
、
若
夫
幽
界
之
大
廷
則
有
レ
二
、
第
一
大
廷
為
二
高
天

原
一、
天
原
則
統
二
轄
大
虚
内
無
数
地
球
之
幽
界
一、
不
二
止
我
一

地
球
之
幽
界
而
已
一
也
、
第
二
大
廷
為
二
根
底
国
一、「
素
尊
」

与
二
「
栅
尊
」
一
倶
居
二
於
此
一、（
下
巻
五
丁
オ
ー
ウ
）

（
53
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
五
丁
オ
。

（
54
）　

神
宮
教
院
に
お
い
て
、
天
壌
無
窮
の
神
勅
と
宝
鏡
奉
斎
の
神
勅
を

重
視
す
る
教
説
は
、『
大
道
本
義
』
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
大
道
本
義
』
上
巻
の
第
十
一
章
の
題
名
は
、「
論
三
宝
祚
宝
鏡
二

勅
為
二
万
世
之
大
訓
一
」
と
あ
る
。

（
55
）　
『
神
宮
教
立
教
大
意
述
義
』
で
は
、
同
様
の
箇
所
が
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

我
天
宗
一
系
の
基
を
開
き
、
君
臣
の
名
分
を
定
め
、
国
政
の

規
律
を
制
し
給
へ
る
は
、
天
之
御
中
主
神
の
神
徳
に
よ
れ
る

こ
と
は
、
云
ま
く
も
更
に
、
産
霊
神
の
詔
に
よ
り
、
伊
奘
諾

尊
の
定
め
給
ひ
、
天
照
大
御
神
の
之
を
制
て
、
以
て
皇
孫
尊

に
授
け
、
諸
神
に
令
し
て
、
之
を
伝
へ
給
る
も
の
な
り
（『
神

宮
教
立
教
大
意
述
義
』
六
丁
ウ
）

（
56
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
二
巻
六
丁
ウ
ー
七
丁
オ
。

（
57
）　
『
神
宮
教
会
要
旨
』
第
三
巻
二
丁
オ
ー
ウ
。

（
58
）　

前
掲
、
同
、
三
丁
オ
。

（
59
）　

前
掲
、
同
。

（
60
）　

西
川
順
土
「
明
治
初
年
の
神
道
―
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い

て
―
」（『
記
紀
・
神
道
論
攷
』
所
収
、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平

成
二
十
一
年
）
三
九
二
頁
。

（
61
）　

前
掲
、
同
、
三
九
二
―
三
九
三
頁
。

（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
研
究
補
助
員
）


